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第
一
次
法
哲
学
講
義
公
刊
を
め
ぐ
る
論
争

(
四
)
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
る
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
に
対
し
て
は
四

つ
の
書
評
及
び
二
つ
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
ケ
ル
ン
と

リ
l
デ
ル
が
全
商
的
あ
る
い
は
条
件
付
同
意
を
、
ヌ
ッ
サ
ー
が
好
意
的
批

判
を
表
明
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
が
様
々
な
疑
問
を
、
オ
ツ

ト
マ
ン
と
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
が
正
面
か
ら
反
論
を
加
え
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
に
お
け
る
先
の
三
つ
の
次
元
を

等
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ケ
ル
ン
及
び
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
を

除
け
ば
、
リ

l
デ
ル
と
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
は
伝
記
的
記
述
の
次
元
(
中

で
も
『
法
哲
学
』
公
刊
過
程
)
を
、
ヌ
ッ
サ
!
と
オ
ッ
ト
マ
ン
は
理
論
的

解
釈
の
次
元
を
主
た
る
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
に
対
す
る
異
論
を
伝
記
的
記
述
、
理
論
的
解
釈
、

文
献
学
見
解
の
各
次
元
に
区
分
し
つ
つ
順
次
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
の
伝
記
的
記
述
の
次
元
に
お
け
る
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
は
、
一

八
一
九
年
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
立
場
の
転
換
を
導
き
出
す
当
時
の
政
治

状
況
の
記
述
と
、
こ
れ
に
伴
う
司
法
哲
学
』
草
稿
の
改
訂
を
指
摘
す
る
司
法

哲
学
』
公
刊
過
程
の
記
述
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
一
方
の
政
治

状
況
の
記
述
に
関
し
て
は
、
他
の
点
で
批
判
的
な
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
等
も
同

意
を
表
明
し
て
い
る
。
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
へ

i
ゲ
ル
と
ブ
ル

シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
穏
健
派
と
の
聞
の
良
好
な
関
係
、
コ
ッ
ツ
ェ
プ

1
殺
害

後
に
彼
ら
が
置
か
れ
た
困
難
な
状
況
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
狩
り
に
関
連
し
た

へ
l
ゲ
ル
の
数
人
の
弟
子
の
逮
捕
、
:
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
カ

l
ル
ス

パ
l
ド
決
議
の
強
化
、
そ
し
て
へ

l
ゲ
ル
と
同
じ
大
学
教
師
(
フ
リ
ー
ス
、

デ
・
ヴ
エ
ツ
テ
)
の
運
命
、
こ
れ
ら
は
自
ら
心
配
性
と
認
め
る
者
が
将
来

へ
の
不
安
を
抱
く
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
イ
ル
テ
イ
ン
グ
は
へ

l
ゲ
ル
の

こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
」
ま
た
、
オ
ッ
ト
マ

ン
も
、
イ
ル
テ
イ
ン
グ
に
よ
る
時
代
状
況
の
叙
述
を
「
疑
い
も
な
く
見
事
」

と
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
リ

l
デ
ル
は
、

J
・
ド
ン
ト
に
拠
り
つ
つ

へ
l
ゲ
ル
の
保
護
者
等
の
進
歩
的
性
格
を
指
摘
し
、
一
八
一
九
年
一
一
月

に
お
け
る
へ

1
ゲ
ル
の
転
向
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
「
行
き
過
ぎ
」
だ
と
し
て

批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
の
『
法
哲
学
』
公
刊
過
程
に
関
し
て
は
、
リ

l
デ
ル
は
、

イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
唱
え
る
草
稿
改
訂
説
に
同
意
す
る
。
一
八
一
九
年
一

O

月
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
カ

1
ル
ス
パ

l
ド
決
議
実
施
と
い
う
「
こ
の
状

況
の
下
で
は
、
へ

l
ゲ
ル
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
け
る
一
八
一
七
|
一

八
年
講
義
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
一
八
一
八
|
一
九
年
講
義
で
作
成
し
、

一
八
一
九
年
春
及
び
夏
に
完
成
し
た
『
法
哲
学
』
の
テ
ク
ス
ト
は
出
版
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
法
哲
学
』
の
出
版
が
早
急
に
望
ま
れ
て
い
た
以
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上
、
出
版
を
確
実
に
す
る
為
に
は
、
印
刷
の
用
意
が
出
来
た
草
稿
を
差
し

控
え
、
へ

l
デ
ル
が
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
へ
の
書
簡
(
一
八
一
九
年
一

O
月
三

O
日
)
の
中
で
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
新
た
に
編
集
し
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
」
こ
れ
に
対
し
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
、
「
政
治
状
況
と
へ

l
ゲ

ル
の
行
動
を
綿
密
に
叙
述
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
直
ち
に
司
法
哲
学
』
の

成
立
史
が
明
ら
か
と
な
る
:
わ
け
で
な
い
」
と
述
べ
、
草
稿
改
訂
説
の
根

拠
と
さ
れ
た
一

O
月
三

O
日
の
書
簡
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
の
可
能
性
を

提
示
す
る
。
第
一
に
、
一
八
一
九
年
九
月
の
時
点
で
草
稿
が
完
成
し
て
い

た
か
否
か
は
こ
の
書
簡
か
ら
は
明
ら
か
で
な
く
、
守
精
神
現
象
学
』
公
刊
の

場
合
と
同
様
、
草
稿
が
完
成
す
る
前
に
最
初
の
部
分
を
印
刷
に
付
し
、
印

刷
の
聞
に
草
稿
を
完
成
し
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
得
る
。
第
二
に
、
仮

に
草
稿
を
完
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
前
提
す
る
よ
う

に
二

O
ボ

1
ゲ
ン
以
下
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
二

O

ボ

i
ゲ
ン
以
上
だ
っ
た
場
合
、
草
稿
が
検
閲
の
対
象
外
だ
と
知
っ
た
へ

l

ゲ
ル
は
、
先
の
書
簡
の
中
で
予
定
通
り
「
今
後
近
い
う
ち
に
」
印
刷
に
付

す
意
図
を
表
明
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
三
に
、
完
成

さ
れ
た
草
稿
を
改
訂
し
た
か
否
か
も
こ
の
書
簡
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
の

で
あ
り
、
問
題
の
草
稿
が
現
存
し
な
い
以
上
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
草
稿
改

訂
説
は
第
二
団
法
哲
学
講
義
が
そ
の
初
稿
に
該
当
す
る
と
い
う
主
張
に
、

更
に
は
第
二
回
講
義
と
『
法
哲
学
』
の
聞
の
理
論
的
相
違
に
依
拠
す
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
両
者
の
相
違
に
よ
っ
て
直
ち
に
草
稿
の
改
訂
が
証

明
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
が
示
し
た
以
上
三
つ
の
可
能
性

の
う
ち
第
二
に
つ
い
て
は
、
後
に
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
も
批
判
し
た
よ

う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
検
閲
の
対
象
が
全
て
の
出
版
物
に
ま
で
拡
大
し

た
こ
と
を
へ

l
グ
ル
が
知
っ
て
い
た
以
上
、
想
定
し
難
い
。
ま
た
第
三
に

つ
い
て
は
後
に
ヌ
ツ
サ
ー
が
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
に
対
し
反
論
を
行
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
残
る
第
一
の
可
能
性
を
取
り
上
げ
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
の

草
稿
改
訂
説
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
の
が
ル

i
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
で
あ

る
。
続
い
て
、
『
法
哲
学
』
公
刊
過
程
に
関
す
る
こ
の
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ

ル
の
異
論
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
み
た
い
。

ル
|
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
は
『
法
哲
学
』
成
立
の
初
期
・
中
期
・
末
期
に

対
応
す
る
三
つ
の
書
簡
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
イ
ル
テ
ィ
ン

グ
や
リ

l
デ
ル
と
は
異
な
る
解
釈
を
施
そ
う
と
試
み
る
。
第
一
が
一
八
一

九
年
三
月
二
六
日
、
第
二
回
法
哲
学
講
義
終
了
の
翌
日
に
書
か
れ
た
ニ

1

ト
ハ
ン
マ
ー
宛
て
の
書
簡
で
あ
り
、
こ
こ
で
へ

l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
私
は
教
授
と
し
て
ま
だ
始
め
た
ば
か
り
で
す
。
私
個
人
に
お

い
て
も
仕
事
に
お
い
て
も
為
す
べ
き
こ
と
が
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
ま
す
0

・
:
私
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
見
本
市
ま
で
に
更
に
一
冊
本
を
(
私
の
自
然
法
を

パ
ラ
グ
ラ
フ
に
区
切
っ
て
)
書
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

J

B
「
ロ

bH)
ま

ず
、
「
為
す
べ
き
こ
と
が
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
示
す

北法41(1・147)147 
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へ
l
ゲ
ル
は
第
二
回
講
義
で
使
用
し
た
口
述
筆
記
部
分
の
草
稿

を
そ
の
ま
ま
印
刷
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
わ
げ
で
な
く
、
従
っ
て
、
第

二
回
講
義
が
司
法
哲
学
』
の
初
稿
に
当
た
る
と
い
う
主
張
は
疑
わ
し
い
。

次
い
で
、
こ
こ
で
『
法
哲
学
』
の
出
版
期
限
(
/
)
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
「
見
本
市
」
と
は
、
復
活
祭
見
本
市
(
五
月
二
日
)
、
ミ
カ
エ
ル
祭
見

本
市
(
九
月
二
九
日
後
の
日
曜
)
の
何
れ
か
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
復
活
祭
見
本
市
と
考
え
る
リ

l
デ
ル
に
対
し
て
、
ル

l
カ
ス
/
ラ

マ
イ
ル
は
一
八
一
九
年
三
月
末
に
公
刊
準
備
が
既
に
進
ん
で
い
た
と
は
想

定
で
き
な
い
と
し
て
、
ミ
カ
エ
ル
祭
見
本
市
を
指
す
と
考
え
る
。
事
実
、

一
八
一
九
年
八
月
に
章
一
回
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
同
年
冬
学
期
講
義
予
告
の

中
で
、
「
自
然
法
と
国
家
学
」
講
義
が
「
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
る
便
覧
を
手

引
き
と
し
て
」
為
さ
れ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
た
。

で
は
、
何
故
「
法
哲
学
』
は
こ
の
予
告
通
り
一
八
一
九
年
秋
に
出
版
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
第
二
に
、
一
八
一
九
年
一

O
月二一

O
日
ク
ロ

イ
ツ
ア

1
宛
て
の
書
簡
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
書
簡
で
へ

l
ゲ
ル
は
、
「
連

邦
議
会
の
決
議
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
私
は
ち
ょ
う
ど
印
刷
を
始
め
よ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
我
々
は
検
閲
か
ら
の
自
由
に
関
し
ど
ん
な
状

況
に
あ
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
今
後
近
い
う
ち
に
印
刷

す
る
で
し
ょ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て

い
る
『
法
哲
学
』
の
草
稿
は
草
稿
全
体
で
は
な
く
、
そ
の
最
初
の
部
分
と

よ
〉
つ
に

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
同
じ
書
簡
の
中
で
へ

l
ゲ
ル
は
ク
ロ

イ
ツ
ア
!
の
贈
り
物
に
対
し
「
法
哲
学
に
関
す
る
こ
、
三
の
ボ

l
ゲ
ン
か

ら
成
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」
で
応
え
る
意
図
を
表
明
し
て
お
り
、
ま
た
『
精
神

現
象
学
ヘ
『
論
理
学
』
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
!
』
初
版
及
び
第
二
版
を

公
刊
す
る
時
も
、
草
稿
の
最
初
の
部
分
を
印
刷
に
送
っ
た
後
残
り
を
仕
上

げ
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
、
「
印
刷
を
始
め
よ
う
と

し
て
い
ま
し
た
。
」
と
は
何
時
の
時
点
を
指
し
、
ま
た
如
何
な
る
理
由
か
ら

へ
l
ゲ
ル
は
こ
の
印
刷
を
延
期
し
た
の
か
。
九
月
二

O
日
連
邦
議
会
で
承

認
さ
れ
た
カ

1
ル
ス
パ

l
ド
決
議
の
内
容
は
一

O
月
二
日
、
五
日
、
一
二

日
と
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
、
印
刷
開
始
時
期
と
し
て
は

一
O
月
初
頭
を
予
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
決
議
の
内
容

を
知
っ
た
時
、
へ

l
ゲ
ル
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
実
施
規
定
の
内
容
を

知
る
為
に
印
刷
を
延
期
し
た
に
違
い
な
い
。
一

O
月
一
八
日
に
プ
ロ
イ
セ

ン
で
決
議
が
実
施
さ
れ
た
時
の
具
体
的
規
定
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
二
六

日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
書
簡
に
あ
る
通
り
、
三

O
日
の
「
今
で
は
、

我
々
は
検
閲
か
ら
の
自
由
に
関
し
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
か
知
っ
て
い
る
O

L

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
如
く
、
草
稿
が
二

O
ボ
l
ゲ
ン
以
下
だ
っ
た
が
故
に
印

刷
を
延
期
し
た
と
考
え
る
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
決
議
が
実
施
さ
れ
る
際

に
二

O
ボ
1
グ
ン
と
い
う
検
閲
の
限
界
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
へ

1
ゲ
ル

が一

O
月
初
め
に
期
待
し
て
い
た
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
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に
、
「
今
後
近
い
う
ち
に
印
刷
す
る
で
し
ょ
う
。
」
と
い
う
表
現
か
ら
草
稿

改
作
の
意
図
は
読
み
取
れ
ず
、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
今
や
印
刷
開
始
に
対
す

る
障
害
が
原
則
的
に
も
う
何
も
な
い
」
と
言
お
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
で
は
、
何
故
へ

i
ゲ
ル
は
寸
今
後
近
い
う
ち
に

印
刷
す
る
」
と
い
う
決
定
を
実
行
に
移
さ
な
か
っ
た
の
か
。
プ
ロ
イ
セ
ン

の
検
閲
規
定
に
拠
れ
ば
、
出
版
物
の
検
閲
に
関
し
二
つ
の
方
法
が
可
能

だ
っ
た
。
第
一
が
原
稿
全
体
を
検
閲
に
付
し
後
に
印
刷
す
る
方
法
、
第
二

が
原
稿
を
少
し
ず
つ
検
閲
に
付
し
順
次
印
刷
す
る
方
法
で
あ
る
。
後
者
の

方
法
を
採
用
し
た
場
合
、
途
中
の
原
稿
が
不
許
可
に
な
り
既
に
印
刷
さ
れ

た
部
分
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
の
損
失
は
出
版
社
が
負
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
前
者
の
方
法
を
採
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

だ
が
、
完
成
さ
れ
た
原
稿
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
印
刷
開
始
を
延

期
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
三
が
一
八
二

O
年
六
月
九
日
ニ
コ
ラ
イ
書
庖
あ
る
い
は
ウ
ン
ガ
!
印

刷
所
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
書
簡
で
あ
り
、
そ
こ
で
へ

l
ゲ
ル
は
、
1

私
は

こ
こ
に
一
包
み
の
原
稿
|
|
半
分
(
或
い
は
そ
れ
以
上
)
|
|
を
検
閲
の

為
送
り
ま
す
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
後
で
送
る
予
定
の
残
り
の
部
分
が
検

聞
か
ら
一
戻
っ
て
く
る
ま
で
印
刷
を
始
め
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
検
閲
に
対
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
恐
れ
を
窺
わ
せ
る
も

の
は
何
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
書
簡
の
後
半
部
は
、
原
稿
の
前
半

部
分
に
関
す
る
検
聞
が
問
題
な
く
速
や
か
に
完
了
す
る
こ
と
を
へ

l
ゲ
ル

が
予
期
し
て
い
た
と
想
定
す
る
場
合
に
の
み
意
味
を
持
つ
。
た
だ
し
、
こ

の
解
釈
に
お
い
て
は
、
原
稿
全
体
を
検
閲
に
付
す
と
い
う
方
法
を
へ

l
ゲ

ル
が
知
ら
な
い
或
い
は
忘
れ
て
い
た
(
ノ
)
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
六
月
九
日
か
ら
二
五
日
(
序
文
日
付
)
ま
で
の
聞
に
司
法
哲
学
』

草
稿
は
完
成
し
、
検
閲
・
印
刷
・
校
正
を
経
て
ミ
カ
エ
ル
祭
見
本
市
二

O
月
前
半
)
に
お
い
て
『
法
哲
学
』
は
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
間
三
か
月
余

り
を
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
よ
う
に
「
通
常
よ
り
長
い
」
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
し
。以
上
の
解
釈
に
基
づ
い
て
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
は
次
の
よ
う
に
結
論

す
る
。
司
法
哲
学
』
成
立
史
は
、
印
刷
・
:
を
予
定
さ
れ
た
草
稿
を
作
成
す

る
際
に
へ

1
ゲ
ル
が
通
常
経
験
す
る
叙
述
の
困
難
さ
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
『
法
哲
学
』
の
場
合
は
、
更
に
検
閲
手
続
き
に
伴
う
不
便
さ
が
こ
れ

を
付
け
加
わ
る
0

・
:
多
く
の
解
釈
者
の
よ
う
に
、
へ

l
ゲ
ル
が
検
閲
を
全

体
と
し
て
切
り
抜
け
る
の
に
特
別
な
労
力
・
注
意
・
時
間
を
費
や
し
た
と

想
定
す
る
為
の
確
か
な
根
拠
は
こ
れ
ま
で
の
所
存
在
し
な
い
。
」

ル
l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
の
以
上
の
異
論
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
解
釈
に

関
し
て
二
点
の
疑
問
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
書
簡
ご
八
一
九

年
三
一
月
二
六
日
)
に
お
け
る
「
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
見
本
市
ま
で
に
」
を
ル

l

カ
ス
等
の
よ
う
に
出
版
期
限
と
解
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
五
日
か
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5
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(
5
)
開
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目
同
∞
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(
6
)
出
。
お
百
戸
山
口
P
同
・
白
・
0
唱
∞
-

N

怠・

(
7
)
開

σ
a
w
ω
・
日
仏
ー
ミ
・

(
8
)
F
z
g∞
¥
閉
山
由
ヨ
巾
-
Y

白
・
国
・
0
・

ω・
2
・

(
9
)
Z
Z
Z
2・
白
・
白
・
0
・
w
ω
N
N
ω
・

(
刊
)
「
ロ
g
m
¥
月
白
ヨ
巾
戸
出
・
白
・
0
・

ω・
2
l叶。・

(
日
)
リ
l
デ
ル
は
、
「
へ

1
ゲ
ル
は
既
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
い
て
、

八
一
七

l
一
八
年
冬
学
期
寸
第
一
回
講
義
」
の
終
わ
り
頃
、
:
・
著

作
の
起
算
を
開
始
し
た
。
」
(
担
巾
与
え
w

出
・
白
・
。
-
w

∞
-
E
)
と
い
う

想
定
に
基
づ
き
、
こ
こ
で
の
寸
見
本
市
」
を
復
活
祭
見
本
市
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
想
定
の
論
拠
と
し
て
、
一
八
一
八
年
二
月
一
日

書
庖
主
ヴ
イ
ン
タ
ー
宛
て
の
書
簡
に
お
い
て
、
へ

l
ゲ
ル
が
フ
!

ゴ
1
「ロ

l
マ
法
史
教
科
書
』
の
送
付
を
依
頼
し
て
い
る
点
、
、
フ

l

ゴ
!
と
の
対
決
が
『
法
哲
学
』
の
最
初
の
部
分
に
あ
る
点
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
は
、
第
二
団
法
哲
学

講
義
に
ブ

l
ゴ
ー
へ
の
言
及
が
見
当
ら
な
い
点
、
『
法
哲
学
』
に
お

け
る
フ

1
ゴ
!
と
の
対
決
が
注
解
部
分
に
限
ら
れ
る
以
上
、
著
作
の

最
初
は
著
述
活
動
の
最
初
を
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
点
二
八
一
九

年
四
月
に
へ

l
ゲ
ル
が
ブ

l
ゴ
l
の
本
を
購
入
し
て
い
る
以
上
、

フ
l
ゴ
ー
と
の
対
決
が
一
八
一
八
年
二
月
に
ま
で
遡
る
が
疑
わ
し

い
点
を
挙
げ
、
リ

1
デ
ル
に
反
駁
す
る
。
そ
し
て
、
一
八
一
九
年
三

月
末
に
お
い
て
著
作
の
公
刊
準
備
が
進
ん
で
い
た
と
想
定
で
き
な

い
以
上
、
書
簡
に
お
け
る
寸
見
本
市
し
と
は
ミ
カ
エ
ル
祭
見
本
市
を

指
す
と
考
え
る
。

(ロ)円、ロロ白田¥、、岡山田同口市町
f

白
・
同
・
0
・
wω
・
記
∞
印
・

(
日
)
開
σ
p・
ω・∞∞
l

∞由・

(
H
)
出
2
5
2
ω
n
y口市区巾
F
E
Z
O
C
巾
∞
コ
町
内
巾
白
ロ
回
国
巾
肉
巾
]
印
切
巾
円
l

-
E
R
N巳
ぺ

J
hぬミ
i
'め
H
N
h
s
.
S

∞門日・

F

E叶
M
W
H
O
C
-

(
日
)
ド
ロ
円
山
田
¥
河
田
ヨ
巾
一
「
白
・
白
・
0
・
・

ω
S
-

(
日
)
開
σ門
?
ω
・巴『

(
口
)
開
σ門
?
ω
・一-一
Y

∞∞・

(

叩

叩

)

開

σ
門
?
∞
-

E

印・

(
五
)
第
二
に
、
理
論
的
解
釈
の
次
元
に
お
い
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見

解
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
異
論
を
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
と
オ
ッ
ト
マ
ン
に
つ
い

て
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
イ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
示
し
た
理

論
的
解
釈
に
つ
い
て
次
の
三
点
に
わ
た
る
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一

に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
挙
げ
る
よ
う
な
著
作
と
講
義
の
聞
の
理
論
的
相
違

に
よ
っ
て
へ

l
ゲ
ル
の
立
場
の
転
換
を
明
確
に
論
証
す
る
こ
と
が
出
来
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
君
主
権
の
叙
述
に
関
し
、
へ

1
ゲ
ル
は
異
な

る
時
期
に
相
反
す
る
二
つ
の
立
場
を
代
弁
し
て
い
る
と
イ
ル
デ
ィ
ン
グ
は

考
え
る
。
し
か
し
、
法
哲
学
講
義
に
お
け
る
へ

1
ゲ
ル
の
立
場
を
特
徴
づ
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研究ノート

け
る
こ
点
、
第
一
に
君
主
の
性
格
と
い
う
特
殊
性
は
形
式
的
決
定
の
頂
点

と
い
う
君
主
の
職
務
に
関
し
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
点
、
第
二
に
君
主
も

ま
た
国
制
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
『
法

哲
学
L

二
七
七
節
、
二
八
五
節
に
も
見
出
さ
れ
る
。
「
君
主
に
関
す
る
見
解

の
相
違
と
称
さ
れ
た
も
の
は
、
む
し
ろ
同
一
の
根
本
思
想
を
叙
述
す
る
際

の
強
調
点
の
相
違
と
解
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
こ
の
根
本
思
想

は
・
:
そ
れ
自
体
矛
盾
を
免
れ
て
は
い
な
い
。
」
次
に
、
歴
史
的
現
段
階
の

抱
握
に
関
し
叶
法
哲
学
』
序
文
が
第
二
回
講
義
序
文
と
異
な
る
の
は
、
そ

れ
が
現
存
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
の
明
確
な
言
明
を
避
け
、
多
義
的
表
現

を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
序
文
を
め
ぐ
る
一
半
世
紀
の
論
争
が

何
よ
り
も
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
二
つ
の
序
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
異
な
る
範
聞
の
解
釈
の
余
地
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
司
法
哲
学
』
序
文

は
ホ
マ
イ
ヤ

l
筆
記
録
に
比
べ
遥
か
に
広
い
解
釈
の
可
能
性
を
含
ん
で
い

る
。
」
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
著
作
と
講
義
の
聞
の
相
違
は
実
際
に

は
同
一
の
根
本
思
想
に
お
け
る
強
調
点
の
相
違
、
或
い
は
多
義
性
と
一
義

性
の
聞
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
イ
ル
テ
イ
ン
グ
が
論
証
せ
ん
と
す
る
「
立

場
の
転
換
L

の
意
味
が
不
明
確
だ
と
指
摘
す
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
言
う

「
立
場
の
転
換
」
と
は
体
系
的
思
想
の
変
化
、
具
体
的
な
政
治
的
見
解
の

変
化
、
本
来
の
リ
ベ
ラ
ル
な
見
解
の
隠
蔽
と
い
う
一
二
者
を
意
味
し
得
る
。

こ
の
う
ち
第
一
の
意
味
で
の
転
換
に
つ
い
て
論
証
は
為
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
一
方
で
一
八
一
九
年
以
後
に
お
け
る
寸
復

古
的
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
へ
の
選
択
」
(
〈
円

-
5
0
)
、
す
な
わ
ち
第
二
の
意

味
で
の
転
換
を
語
り
つ
つ
、
他
方
で
寸
へ

l
ゲ
ル
は
『
法
哲
学
』
改
作
に

際
し
:
・
手
元
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
修
正
し
自
ら
の
実
際
の
見
解
を
覆
い
隠

そ
う
と
試
み
て
い
る
。
」
(
〈
-
-
∞
N
)

と
述
べ
、
第
三
の
意
味
で
の
転
換

を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
的
見
解
の
変
化
と
本
来
の
見
解
の
隠
蔽

と
い
う
こ
の
両
者
は
両
立
し
難
い
。

第
三
に
、
へ

l
ゲ
ル
の
根
本
思
想
を
リ
ベ
ラ
ル
で
進
歩
的
だ
と
す
る
イ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
前
提
が
そ
も
そ
も
問
題
で
あ
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
へ

l

ゲ
ル
の
思
想
的
核
心
を
リ
ベ
ラ
ル
と
特
徴
づ
け
る
際
の
論
拠
は
自
由
の
概

念
が
精
神
の
発
展
の
基
礎
を
成
す
点
に
置
か
れ
る
。
(
〈

-
-
H
E円
)
し
か

し
、
へ

l
ゲ
ル
に
と
り
個
人
の
自
由
と
は
未
だ
抽
象
的
で
限
定
さ
れ
た
形

式
で
あ
り
、
自
由
の
真
の
形
式
は
国
家
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
イ
エ
ナ
期
へ

l
ゲ
ル
が
近
代
の
個
人
主
義
的
自
然
法
に
対
し
て
為
し

た
批
判
が
何
よ
り
も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
「
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
概
念
は
恐

ら
く
近
代
自
然
法
思
想
以
外
の
何
物
に
も
結
び
つ
き
得
な
い
か
ら
、
ま
さ

に
近
代
自
然
法
に
対
す
る
批
判
か
ら
得
ら
れ
た
へ

I
ゲ
ル
の
自
由
概
念
に

基
づ
い
て
、
彼
の
政
治
哲
学
の
根
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
を
如
何
に
論

証
で
き
る
か
見
て
取
る
の
は
難
し
い
。
」
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次
い
で
、
オ
ッ
ト
マ
ン
は
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
行
っ
た
よ
う
な
時
代
状
況

の
叙
述
と
テ
ク
ス
ト
の
比
較
に
基
づ
く
寸
歴
史
的
・
文
献
学
的
論
証
様
式
」

に
対
し
「
体
系
的
解
釈
の
視
点
L

を
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
指
摘
す
る
へ

l

ゲ
ル
の
立
場
の
転
換
に
対
し
寸
へ

l
ゲ
ル
の
思
想
に
お
け
る
連
続
性
し
を

対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
が
指
摘
し
た
根
本
思
想
の
同

一
性
を
更
に
一
層
強
調
す
る
。
第
一
に
、
君
主
政
論
に
関
し
イ
ル
テ
ィ
ン

グ
が
主
張
す
る
立
場
の
転
換
は
君
主
権
の
基
礎
と
し
て
の
君
主
政
原
理
で

は
な
く
、
君
主
の
権
限
の
問
題
、
つ
ま
り
空
虚
な
決
定
の
み
が
君
主
に
属

す
る
の
か
、
あ
る
い
は
君
主
の
絶
対
的
権
限
に
よ
っ
て
統
治
権
は
君
主
に

よ
る
決
定
の
執
行
と
適
用
に
還
元
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
の
み
関
わ

る
。
だ
が
、
こ
の
君
主
の
権
限
の
絶
対
性
と
空
虚
性
は
共
に
、
『
イ
エ
ナ
実

在
哲
学
』
以
来
『
法
哲
学
』
と
法
哲
学
講
義
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
君
主
権
の
基
礎
づ
け
は
、
自
然
に
よ
る
世
襲
君
主
の
正
当
化
が

自
然
か
ら
自
由
へ
と
向
か
う
客
観
的
精
神
の
発
展
と
一
致
し
得
る
か
と
い

う
問
題
を
苧
ん
で
い
る
が
、
こ
の
体
系
的
問
題
は
復
古
へ
の
適
合
と
い
う

問
題
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

第
二
に
歴
史
哲
学
的
視
野
の
隠
蔽
に
関
し
て
も
、
へ

l
ゲ
ル
は
既
に
第

二
回
講
義
一
回
二
節
の
中
で
「
究
極
の
和
解
は
、
学
に
よ
る
理
性
的
な
も

の
の
認
識
で
あ
る
。
」
(
〈
回
目

ω巴
)
と
述
べ
て
お
り
、
一
八
一
八
|
一
九

年
の
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
即
自
的
に
起
こ
っ
た
和
解
は
対
自
的
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
和
解
の
客
体
化
は
寸
分
裂
の
中
で
も
実
現
さ
れ
る
理
性
の

概
念
的
把
握
」
と
し
て
既
に
イ
エ
ナ
期
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
和
解
の
積
極
的
要
素
と
し
て
分
裂
を
含
む
理
性
の
承
認
は
、

歴
史
的
起
源
と
の
革
命
的
断
絶
と
過
去
の
復
古
的
称
賛
と
を
媒
介
す
る

へ
l
ゲ
ル
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
一
八
二

O
年
序
文

の
悪
名
高
い
標
語
も
革
命
と
復
古
の
聞
を
調
停
す
る
哲
学
の
両
義
的
定
式

と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
体
系
に
お
け
る
妥
協

の
傾
向
へ
の
問
い
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
自
然
法
論
の
修
正
に
つ
い
て
も
、
『
法
哲
学
』
一
二
二
節
で
は
寸
法

律
(
の

2
2
N
)
は
、
即
白
的
に
法

(HN2Z)
で
あ
る
も
の
と
内
容
上
相
違

す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
L

と
さ
れ
、
自
然
法
と
実
定
法
の
相
違
が
明
言
さ

れ
て
い
る
。
無
論
、
へ

l
ゲ
ル
に
と
り
自
然
法
と
実
定
法
と
は
全
く
種
類

を
異
に
す
る
も
の
で
な
く
、
個
人
が
自
然
状
態
に
お
い
て
前
政
治
的
権
利

を
有
す
る
よ
う
な
自
然
法
を
へ

l
ゲ
ル
は
知
ら
な
い
。
「
し
か
し
、
へ

l
ゲ

ル
が
国
家
の
外
に
お
け
る
如
何
な
る
権
利
も
個
人
に
対
し
て
認
め
な
い
と

し
て
も
、
こ
れ
は
復
古
に
規
定
さ
れ
た
理
論
で
は
な
く
、
イ
エ
ナ
以
来
存

在
す
る
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
帰
結
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う

に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
『
法
哲
学
』
の
う
ち
に
見
て
取
っ
た
復
古
へ
の
妥

協
は
既
に
イ
エ
ナ
期
に
妊
胎
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
へ

1
ゲ
ル
に
お
け
る

妥
協
の
問
題
は
歴
史
的
・
文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
体
系
の
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分
析
に
よ
っ
て
の
み
議
論
可
能
で
あ
る
。

ホ
ル
ス
ト
マ
ン
と
オ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
理
論
的
解
釈
に

お
け
る
以
上
の
異
論
は
次
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
想
定
す
る
へ

l
ゲ
ル
政
治
哲
学
の
根
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル

な
性
格
に
対
し
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
の
根
本
的
限
定

性
を
、
オ
ッ
ト
マ
ン
は
体
系
に
お
け
る
妥
協
の
傾
向
を
主
張
す
る
。
第
二

に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
指
摘
す
る
具
体
的
な
政
治
的
見
解
に
お
け
る
矛
盾

に
対
し
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
根
本
思
想
の
同
一
性
を
、
オ
ッ
ト
マ
ン
は
体

系
的
思
想
に
お
け
る
連
続
性
を
対
置
す
る
。
前
者
が
実
質
的
に
は
新
旧
両

解
釈
の
対
立
の
延
長
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
著
作
と
講
義
の
聞

の
関
係
を
め
ぐ
る
断
絶
説
と
連
続
説
の
聞
の
新
た
な
対
立
と
言
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。
い
わ
ば
解
釈
対
象
に
転
位
さ
れ
る
こ
と
で
調
停
さ
れ
る
か
に

見
え
た
対
立
は
、
対
象
に
お
け
る
対
立
と
同
一
を
め
ぐ
る
対
立
と
な
っ
て

再
び
解
釈
主
体
の
側
へ
と
投
げ
返
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
1
)
出

C
3
5山口
P
出-即・

0
・wω
・
N
t

(
2
)
開

σ己
よ
∞
-
N
A
F印

(
3
)
開

σ己
よ
∞
-
N
A
F甲
町
・

(
4
)

。=E白ロ
P
白・白・

0
・
ω
-
M
ω
c
・

(
5
)
開

σ門戸
ω-Mωω
円
a

(
6
)
肘

σpw
∞-Nω
印

(7)
開

σ
p
・∞
-Nω
一戸

(
8
)
何

σ門
?
ω
・
Nω
∞『・

(
9
)
同

σ門回
二

ω・
Nω
由『・

(
叩
)
肘
ぴ
門

?
ω
・
N
b・
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(
六
)
第
三
に
、
文
献
学
的
見
解
の
次
元
に
お
い
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に

対
し
為
さ
れ
た
異
論
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ヌ
ッ
サ

l
は
「
ホ
フ
マ
イ

ス
タ
ー
が
ガ
ン
ス
版
を
非
難
し
た
仕
方
を
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
批
判
し
た
の

は
全
く
正
し
い
」
と
認
め
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ホ
ト

l
と
グ
リ
ー

ス
ハ
イ
ム
の
両
筆
記
録
[
第
五
回
・
第
六
回
講
義
]
に
関
す
る
不
確
実
性

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
公
刊
さ
れ
た
『
法
哲
学
』

は
「
文
献
円
了
的
に
特
別
な
地
位
L

を
占
め
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

オ
ッ
ト
マ
ン
も
「
へ

1
ゲ
ル
が
正
式
に
認
可
し
た
テ
ク
ス
ト
の
有
す
る
特

別
な
地
位
ヘ
更
に
は
「
口
述
筆
記
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
ホ
マ
イ
ヤ

l
筆

記
録
[
第
二
回
講
義
]
が
:
・
ホ
卜

1
及
び
:
グ
リ
!
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録

に
対
し
て
有
す
る
優
越
的
な
地
位
し
を
強
調
し
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う

に
、
法
哲
学
講
義
は
検
聞
に
対
す
る
恐
れ
に
よ
っ
て
理
論
的
に
規
定
さ
れ

て
い
な
い
が
放
に
司
法
哲
学
』
に
対
し
て
資
料
と
し
て
優
位
に
立
つ
と
い

う
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
見
解
は
、
理
論
的
解
釈
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
に
基
づ



く
も
の
で
あ
っ
て
、
法
哲
学
講
義
の
信
頼
性
は
こ
れ
と
は
切
り
離
し
て
純

粋
に
文
献
学
的
問
題
と
し
て
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
ヌ
ッ

サ

l
や
オ
ッ
ト
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
『
法
哲
学
』
に
対
し
法
哲
学
講
義
が

資
料
と
し
て
劣
位
の
位
置
に
あ
る
こ
と
、
法
哲
学
講
義
の
中
で
も
第
二
回

講
義
と
第
五
回
・
第
六
回
講
義
の
間
で
信
頼
性
に
差
異
が
存
在
す
る
こ
と

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

へーゲル法哲学講義をめぐる近年の論争(2・完)

(
1
)
Z
c
g
q唱
国
・
白
・
。
-
w
ω

・
N

2

・
N
N
ω

・

(2)
。
3
5同コ
P
出・白・

0
・・

ω・
N
N
申・

四

第
二
次
法
哲
学
講
義
公
刊
を
め
ぐ
る
論
争

前
節
で
は
、
第
一
次
法
哲
学
講
義
公
刊
を
め
ぐ
る
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
見

解
並
び
に
こ
れ
に
対
し
提
出
さ
れ
た
異
論
を
、
伝
記
的
記
述
、
理
論
的
解

釈
、
文
献
学
的
見
解
の
三
者
に
区
分
し
つ
つ
考
察
し
た
。
だ
が
、
新
資
料

の
公
刊
は
こ
の
第
二
回
・
第
五
回
・
第
六
回
講
義
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
新

た
に
第
三
回
・
第
一
回
の
法
哲
学
講
義
が
発
見
さ
れ
、
共
に
一
九
八
三
年

に
公
刊
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
先
の
論
争
は
こ
の
新
た
な
ア
リ
ー
ナ
の
下
で

続
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
第
三
回
講
義
に
依
拠
し
つ
つ
へ
ン

リ
ッ
ヒ
が
先
の
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
に
対
し
て
批
判
を
加
え
、
こ
れ
に

対
し
、
第
一
回
・
第
三
回
講
義
に
依
拠
し
つ
つ
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
反
批
判

を
試
み
た
後
、
ル

1
カ
ス
が
こ
の
両
者
に
対
す
る
全
面
的
批
判
を
、
ジ
ー

プ
が
後
者
に
対
す
る
限
定
的
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
第

二
次
法
哲
学
講
義
公
刊
を
め
ぐ
っ
て
へ
ン
リ
ヴ
ヒ
、
イ
ル
テ
イ
ン
グ
等
に

よ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
論
争
を
概
観
し
た
い
。

(
二
ま
ず
、
第
三
団
法
哲
学
講
義
の
編
集
者
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
新

資
料
に
依
拠
し
つ
つ
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
を
、
理
論
的

解
釈
の
次
元
に
お
い
て
見
て
み
た
い
。
第
一
に
、
『
法
哲
学
』
序
文
に
お
け

る
寸
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ

る。
L

に
対
応
す
る
形
で
、
第
三
回
講
義
の
冒
頭
に
は
「
理
性
的
な
も
の
は

現
実
的
と
な
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
と
な
る
。
」
(
当
日
耳
目
ロ
民
自

己

m
z
w
呈
丘
三

E
5・
c
E
E
印ヨ円
E
W
Z
三
E
5
2
E
E
m・)

(
〈
出
巴
)
と
い
う
命
題
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
両
者
は
理
念
の
実
現

を
め
ぐ
る
同
一
の
思
想
の
両
面
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
前
者
に
お
い
て
は
概
念
(
意
識
)
に
対
す
る
現
実
の
優
位
に
基
づ
い

て
、
歴
史
的
に
成
立
し
た
制
度
が
理
性
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
(
「
制
度
理
論
的
視
点
」
)
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
現
実

に
対
す
る
概
念
の
優
位
に
基
づ
い
て
、
理
性
的
制
度
が
歴
史
的
に
実
現
さ

れ
得
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
つ
歴
史
理
論
的
視
点
L
)

。
こ
の
講
義
で

北法410・155)155



研究ノート

は
「
如
何
な
る
力
も
国
民
(
〈
己
主
が
〉
概
念
に
お
い
て
〈
到
達
し
た
も

の
に
対
し
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
状
態
で
は
な
く
生

成
を
強
調
し
つ
つ
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
理
念
は
こ
の
概
念
か
ら
、
主
観

性
を
超
え
て
、
現
に
あ
る
具
体
的
な
も
の
と
な
る
。
」
(
〈
固
に
ご
換
言

す
れ
ば
、
前
者
で
は
発
展
の
要
素
が
理
性
と
現
実
の
同
一
性
に
従
属
し
て

い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
理
性
と
現
実
の
究
極
的
統
一
と
い
う
思
想
に

拠
り
つ
つ
、
理
性
の
現
実
化
と
現
実
の
理
性
化
と
い
う
両
面
か
ら
成
る
運

動
が
示
さ
れ
て
い
る
。
へ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
相
違
は
矛

盾
で
は
な
く
強
調
点
の
相
違
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
寸
統
一

的
連
聞
を
成
す
同
一
の
思
想
の
う
ち
の
各
々
異
な
っ
た
局
面
が
、
本
来
的

叙
述
[
第
三
回
講
義
]
と
派
生
的
叙
述
[
著
作
]
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
」
(
〈
出
口
)

第
二
の
君
主
権
の
理
論
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
言
え
る
の
で
あ
り
、

一
方
で
君
主
に
よ
る
決
定
は
国
制
と
い
う
制
度
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
こ
の
制
度
に
基
づ
く
決
定
が
君
主
の
自
己
統
治
へ

と
移
行
す
る
時
点
と
そ
の
程
度
を
決
定
す
る
と
い
う
権
利
が
君
主
に
帰
属

し
て
い
る
。
立
憲
主
義
と
絶
対
主
義
と
い
う
こ
の
理
論
的
両
義
性
も
ま
た
、

へ
l
ゲ
ル
の
理
論
そ
の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
れ

の
契
機
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
か
に
よ
っ
て
相
違
が
生
じ
て
く
る
。
即
ち
、

一
連
の
法
哲
学
講
義
で
は
君
主
の
決
定
の
形
式
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
司
法
哲
学
』
で
は
君
主
の
決
定
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

更
に
第
三
回
講
義
に
お
い
て
、
へ

1
ゲ
ル
は
君
主
の
決
定
の
単
な
る
形
式

性
を
他
の
講
義
以
上
に
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
強
調
点
の
う
ち
の

「
何
れ
も
、
へ

1
ゲ
ル
が
国
家
の
概
念
を
論
理
的
概
念
の
体
系
そ
の
も
の

に
埋
め
込
ん
だ
仕
方
か
ら
直
接
生
じ
て
く
る
。
」
(
〈
国
民
)

こ
の
よ
う
に
理
性
と
現
実
の
二
重
命
題
、
君
主
権
の
理
論
と
い
う
こ
点

に
つ
い
て
、
司
法
哲
学
い
と
第
三
回
講
義
|
|
更
に
は
法
哲
学
講
義
一
般

|
|
の
聞
の
相
違
は
同
一
の
両
義
的
思
想
を
叙
述
す
る
際
の
強
調
点
の

相
違
で
あ
る
こ
と
を
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
指
摘
す
る
。
強
調
点
の
理
論
的
相
違

を
認
め
る
限
り
に
お
い
て
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
見
解
に
同
意

す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
こ
の
相
違
を
同
一
の
両
義
的
思
想

と
い
う
内
在
的
根
拠
か
ら
説
明
す
る
限
り
に
お
い
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
か
ら

挟
を
分
か
つ
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
回
講
義
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
理
論
的
解
釈
に
依
拠
し

つ
つ
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
伝
記
的
記
述
の
次
元
に
お
い
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に

対
す
る
批
判
を
行
う
。
「
へ

l
ゲ
ル
が
『
法
哲
学
』
の
公
刊
を
準
備
し
た
ま

さ
に
そ
の
半
年
間
に
行
わ
れ
た
講
義
は
、
・
:
復
古
へ
の
好
意
的
態
度
に

よ
っ
て
以
前
及
び
以
後
の
講
義
か
ら
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
〉
リ
ベ
ラ
ル
な
〈
理
論
的
解
釈
を
許
容
す
る
よ
う
な
要
素
の
強
調

に
お
い
て
他
の
講
義
を
上
回
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
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展
開
す
る
時
代
状
況
の
知
何
な
る
痕
跡
も
見
出
さ
れ
な
い
。
:
・
へ

l
ゲ
ル

は
教
室
に
お
い
て
歴
史
理
論
的
視
点
を
隠
蔽
し
、
君
主
の
行
為
に
お
け
る

自
由
を
力
説
す
る
ほ
ど
に
は
不
安
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
(
〈
国
民
)
一
八
一
九
二

O
年
冬
学
期
講
義
が
示
し
て

い
る
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
に
よ
っ
て
、
一
八
一
九
年
一
一
月
に
お
け
る
へ
!

ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
の
転
換
と
い
う
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
テ
ー
ゼ
が
反
駁
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
へ
ン
リ
ツ
ヒ
は
同
時
に
、
著
作
と
講
義
の
間
で
強
調
点
が
移
行

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
外
在
的
な
根
拠
と
し
て
、
検
閲
に
対
す
る
考

慮
と
い
う
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
を
認
め
る
。
「
著
作
と
講
義
の
聞
の
相
違

を
:
・
意
図
か
ら
説
明
す
る
よ
う
な
根
拠
を
考
慮
す
る
場
合
、
上
司
[
ア
ル

テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
]
に
対
す
る
顧
慮
と
並
ん
で
、
唯
一
検
聞
に
対
す
る
顧

慮
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
:
・
草
稿
の
後
半
部
分
が
検
聞
か
ら
返
っ
て

く
る
ま
で
前
半
部
分
の
印
刷
を
延
期
す
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
へ

l
ゲ
ル
の

書
簡
[
一
八
二

O
年
六
月
九
日
]
は
、
検
聞
に
関
す
る
不
安
か
ら
説
明
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
L

(

ぐ
Z
N
C
)

検
閲
を
非
政
治
的
・
手
続
き
的
問

題
へ
と
還
元
す
る
ル

l
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
と
は
異
な
り
、
検
閲
の
存
在
が

『
法
哲
学
』
成
立
に
及
ぼ
し
た
政
治
的
・
実
体
的
な
影
響
力
を
認
め
る
点

に
お
い
て
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
イ
ル
テ
イ
ン
グ
と
共
通
す
る
と
言
え
る
。

無
論
、
先
の
理
論
的
解
釈
は
第
三
一
回
講
義
の
文
献
学
的
信
頼
性
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
極
め
て
楽

観
的
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
『
法
哲
学
』
は
「
講
義
に
お
い
て
更
に
詳
し

い
説
明
を
必
要
と
す
べ
く
構
想
さ
れ
て
い
る
し
の
に
対
し
、
第
三
回
講
義

は
「
四
分
の
二
の
部
分
か
ら
は
、
へ

l
ゲ
ル
政
治
理
論
の
他
の
資
料
に
比

べ
て
ヨ
リ
満
足
の
で
き
る
作
品
と
な
る
。
」
(
〈
国
少
戸
)
し
か
し
、
著
作

及
び
他
の
講
義
に
対
す
る
第
三
回
講
義
の
資
料
的
同
等
性
と
い
う
へ
ン

リ
ツ
ヒ
の
暗
黙
の
前
提
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
面
し
た
時
危
う
い
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
第
一
に
、
こ
の
筆
記
録
は
第
二
回
講
義
と
異
な

り
口
述
筆
記
部
分
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
「
へ

1
ゲ
ル
は
口
述
な
い

し
は
公
刊
さ
れ
た
一
連
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
拠
ら
な
か
っ
た
L

と
推
定
で
き

る
。
(
〈
出
口
)
第
二
に
、
「
講
義
聴
講
者
は
・
:
講
義
開
始
時
に
は
へ

1
ゲ

ル
の
説
明
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
の
み
な
ら
ず
余
り
熱
心
に
は
講
義

に
集
中
せ
ず
、
恐
ら
く
何
時
間
か
を
欠
席
し
た
。
」
(
〈
出
口
)
第
三
に
、

こ
の
「
筆
記
録
は
職
業
的
筆
記
者
に
よ
っ
て
聴
講
者
の
覚
え
書
き
か
ら
作

成
さ
れ
た
」
以
上
、
「
こ
こ
に
公
刊
さ
れ
た
草
稿
が
へ

l
ゲ
ル
の
講
義
時
間

中
に
成
立
し
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
L

(

〈
出
口
・

8N)
へ
ン
リ
ツ

ヒ
に
よ
る
以
上
三
点
の
文
献
学
的
記
述
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
第
三
回
講

義
筆
記
録
の
文
献
学
的
信
頼
性
は
著
作
の
み
な
ら
ず
他
の
講
義
に
対
し
て

も
劣
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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研究ノート

(
1
)
口
出
巾
コ
ユ
ロ
『
f

E
田
口
]
巾
芹
ロ
ロ
関
与
巾
出
回
巾
円
何
回
己
的
拘
巾

σ巾
門
田
一

ロ
ロ
ロ
常
一
口
〈
巾
コ
三
「

E-nyロロ
m
F
3
Z

〈
出
・
申

1
S・

(
2
)

「
印
刷
さ
れ
た
『
法
哲
学
』
が
従
来
使
用
可
能
だ
っ
た
そ
れ
以
前

の
時
期
の
資
料
〔
第
二
回
講
義
]
と
比
べ
相
違
を
示
す
限
り
で
、
イ

ル
テ
イ
ン
グ
の
記
述
は
:
・
説
得
的
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
相
違
は

現
実
に
存
在
す
る
。
中
で
も
序
文
で
は
:
・
歴
史
理
論
的
視
点
が
制

度
理
論
的
視
点
に
よ
り
駆
遂
さ
れ
て
い
る
し
、
程
度
は
ヨ
リ
小
さ

い
が
、
君
主
権
の
章
で
も
君
主
の
決
定
権
が
こ
の
決
定
の
形
式
性

に
比
し
て
前
面
に
出
て
い
る
。
」
(
〈
巴
町
ご

(3)

「へ

l
ゲ
ル
が
政
治
運
動
取
締
り
の
た
め
の
『
カ

l
ル
ス
バ

l
ド

決
議
L

(

一
八
一
九
年
夏
)
の
た
め
に
法
哲
学
の
内
容
を
変
更
し
た

と
い
う
イ
ル
テ
イ
ン
グ
説
は
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
L

た
と
い
う
加
藤
尚
武
氏
の
要
約
は
、
検
聞
が
『
法
哲
学
』
成
立
に
及

ぼ
し
た
影
響
力
に
関
し
て
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
と
同
様

の
見
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
点
で
適
切
で
な
い
。

(
加
藤
尚
武
「
へ

l
ゲ
ル
研
究
の
曲
が
り
角
L

『
理
想
』
六
二

O
号、

一
九
八
五
年
一
月
、
二
三
九
頁
参
照
。
)

(
4
)

「
こ
の
[
第
三
回
〕
講
義
録
の
資
料
的
価
値
も
ほ
ぼ
決
定
的
な
も

の
だ
と
言
っ
て
よ
い
」
と
い
う
加
藤
尚
武
氏
の
指
摘
は
、
第
三
回
法

哲
学
講
義
の
文
献
学
的
信
頼
性
に
関
す
る
批
判
的
吟
味
を
欠
い
て

い
る
。
(
加
藤
尚
武
「
最
近
の
へ

l
ゲ
ル
研
究
事
情
」
『
理
想
』
六

O

五
号
、
一
九
八
三
年
一

O
月
、
五
八
頁
参
照
。
)

〈

2.・

(
二
)
第
三
団
法
哲
学
講
義
に
基
づ
く
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
よ
う
な
批

判
に
対
し
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
自
ら
編
集
し
た
第
一
団
法
哲
学
講
義
筆
記

録
の
序
文
並
び
に
序
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
九
七
三

|
七
四
年
の
第
二
回
・
第
五
回
・
第
六
回
講
義
公
刊
を
通
じ
明
ら
か
と
な
っ

た
「
新
た
な
へ

l
ゲ
ル
像
」
は
、
へ
ン
リ
ツ
ヒ
に
よ
る
第
三
回
講
義
公
刊

を
通
じ
「
驚
く
ほ
ど
に
確
証
さ
れ
L

、
第
一
回
講
義
公
刊
に
よ
っ
て
寸
今
や

最
終
的
に
保
証
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
(
〈
巧
回
日

-a--H∞)

そ
し
て
、
こ
の
第
一
回
講
義
は
「
長
ら
く
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
哲
学
者
と

見
ら
れ
て
き
た
へ

l
ゲ
ル
が
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
初
期
立
憲
主
義
の
傑
出

し
た
理
論
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
」
(
〈
者
同
呂
ご
で
は
、

如
何
な
る
点
で
一
九
八
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
二
つ
の
法
哲
学
講
義
が
こ
の

「
新
た
な
へ

l
ゲ
ル
像
」
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、

第
三
回
講
義
筆
記
録
の
書
評
と
い
う
形
式
を
取
る
同
年
の
イ
ル
テ
イ
ン
グ

の
論
文
を
対
象
と
し
つ
つ
、
第
一
回
・
第
三
団
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
る
イ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
並
び
に
へ
ン
リ
ッ
ヒ
に
対
す
る
反
批
判
を
、
理
論
的

解
釈
と
伝
記
的
記
述
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

ま
ず
著
作
と
講
義
の
関
係
を
め
ぐ
る
理
論
的
解
釈
に
お
い
て
、
イ
ル

テ
イ
ン
グ
は
、
へ

l
ゲ
ル
の
政
治
的
見
解
と
体
系
的
思
想
を
区
別
し
つ
つ
、

前
者
の
政
治
的
見
解
に
関
し
て
は
へ
ン
リ
ツ
ヒ
と
同
様
、
寸
第
三
回
講
義
筆

記
録
が
復
古
政
策
へ
の
譲
歩
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
叙
述
は
残
り
の
法
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哲
学
講
義
に
劣
ら
ず
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
L

こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
第

一
回
・
第
二
回
・
第
三
回
講
義
の
聞
の
理
論
的
同
質
性
、
こ
れ
ら
の
講
義

と
著
作
の
間
の
異
質
性
を
次
の
二
点
に
お
い
て
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
『
法

哲
学
』
公
刊
に
先
立
つ
三
回
の
講
義
の
中
に
は
、
理
性
と
現
実
の
連
闘
を

示
す
次
の
諸
命
題
が
見
出
さ
れ
る
。
寸
国
民
精
神
(
〈
C
一
官
官
互
)
は
実
体

で
あ
る
。
総
じ
て
国
制
(
〈

R
P
E
C口
問
)
は
そ
の
発
展
で
あ
る
か
ら
、
理

性
的
な
も
の
が
起
こ
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
」
(
第
一
回
講
義
、
ぐ
者
回

目
叶
)
寸
全
て
の
国
民
は
・
:
必
然
的
段
階
に
基
づ
い
て
、
自
由
の
概
念
と
現

実
と
の
一
致
を
目
指
す
闘
争
に
耐
え
ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
L

(

第
二
回
講

義
、
〈

--N臼
)
「
国
民
の
概
念
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
の
み
が
現
実

世
界
に
お
い
て
妥
当
し
得
る
こ
と
を
哲
学
は
知
っ
て
い
る
。
・
:
理
性
的
な

も
の
は
現
実
的
と
な
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
と
な
る
。
」
(
第
三
回

講
義
、
〈
国
宮
内
)
こ
れ
ら
の
命
題
は
何
れ
も
、
国
民
精
神
と
い
う
形
を

取
り
つ
つ
理
性
が
歴
史
的
に
発
展
す
る
こ
と
、
理
性
的
な
も
の
が
現
実
の

う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
当
時

の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
理
性
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
間
に
矛

盾
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
法
哲
学
』

序
文
に
お
い
て
理
性
と
現
実
の
聞
の
矛
盾
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
過
去
に

お
い
て
始
ま
り
未
来
に
お
い
て
漸
く
完
成
さ
れ
る
よ
う
な
発
展
と
し
て
の

歴
史
の
理
念
は
原
則
的
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
言
う
講
義

に
お
け
る
「
歴
史
理
論
的
視
点
」
と
は
「
歴
史
的
現
実
は
ま
だ
理
性
的
で

は
な
い
」
と
い
う
思
想
に
、
著
作
に
お
け
る
「
制
度
理
論
的
視
点
L

は
「
現

存
の
国
家
制
度
が
既
に
今
理
性
的
で
あ
る
L

と
い
う
思
想
に
帰
着
す
る
の

で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
一
の
思
想
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な

第
二
に
、
先
の
三
つ
の
講
義
で
は
、
君
主
の
決
定
は
形
式
的
・
主
観
的

性
質
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
・
客
観
的
決
定
は
内
閣
に
属
す
る
と

さ
れ
、
更
に
君
主
は
政
治
的
に
は
無
意
味
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
責
任
を

免
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
内
閣
は
政
治
的
な
権
限
を
有
す
る
が
故
に
責
任

を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
「
君
主
権
の
責
任
は
大
臣
に
属
す
る
か
ら
、
単
に

個
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
り
、
君
主
の
主
観
的
な
側
近
、
宮
廷
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
君
主
の
行
為
は
起
こ
り
得
な
い
。
君
主
の

全
て
の
決
定
は
当
該
大
臣
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
第
一

回
講
義
、
ぐ
宅

Z
5日
)
「
こ
の
よ
う
な
客
観
性
と
主
観
性
と
の
区
別
に
よ

り
、
内
閣
の
み
が
政
府
の
行
為
に
対
し
責
任
を
負
い
、
こ
れ
に
対
し
君
主

は
全
て
の
責
任
を
免
れ
て
い
る
。
」
(
第
二
回
講
義
、
〈
-
-
ω
ω
N
内
)
「
君
主

と
内
閣
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
分
離
が
現
わ
れ

る
」
か
ら
、
「
責
任
は
大
臣
に
の
み
帰
属
し
得
る
0

・
:
君
主
の
尊
厳
は
政
府

の
行
為
に
対
し
て
何
ら
責
任
を
負
わ
な
い
。
L

(

第
三
回
講
義
、
ぐ
出
回
ω
)
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こ
れ
に
対
し
、
「
法
哲
学
』
は
ニ
つ
の
異
な
る
解
釈
を
許
容
す
る
の
で
あ
り
、

第
一
の
解
釈
に
よ
れ
ば
「
君
主
は
》
形
式
的
《
の
み
な
ら
ず
》
実
質
的
《

に
も
全
て
の
決
定
を
為
し
、
政
府
は
こ
の
決
定
を
実
施
・
適
用
す
る
為
に

の
み
存
在
す
る
。
L

ま
た
、
第
二
の
解
釈
に
よ
れ
ば
「
政
府
は
一
方
で
、
君

主
権
の
一
契
機
と
し
て
》
決
定
の
客
観
的
面
会
二
八
四
節
)
を
君
主
に
も

た
ら
し
、
他
方
で
、
君
主
権
と
は
異
な
る
契
機
と
し
て
》
君
主
に
よ
る
決

定
の
実
施
・
適
用
《
(
一
一
八
七
節
)
に
携
わ
る
。
」
何
れ
に
せ
よ
、
著
作
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
君
主
権
の
絶
対
主
義
的
観
念
は
、
講
義
に
お
け
る
「
王

は
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
と
の
見
解
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
検
閲
並
び
に
そ
の
背
後
に
あ
る
権
力
へ
の
譲
歩
」
と
解
釈
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
講
義
と
著
作
の
聞
の
こ
の
相
違
を
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
よ

う
に
制
度
に
基
づ
く
決
定
と
君
主
の
自
己
統
治
が
共
存
す
る
よ
う
な
両
義

的
思
想
に
お
け
る
強
調
点
の
差
異
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
君
主
の
自
己

統
治
に
移
行
す
る
時
点
を
決
定
す
る
権
利
が
君
主
に
属
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
君
主
の
自
己
統
治
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
制
度
に
基
づ

く
決
定
と
は
両
立
し
な
い
。
こ
こ
で
は
君
主
の
権
限
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、

全
て
は
規
範
的
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
復
古
期
に
お
い
て
両
者
が
共

存
し
得
た
の
は
事
実
上
の
権
力
状
態
に
の
み
基
づ
く
。
つ
ま
り
、
「
事
実
と

規
範
の
区
別
を
抹
消
す
る
場
合
に
の
み
・
:
》
両
義
性
《
に
つ
い
て
語
る
こ

と
が
出
来
る
」
の
で
あ
り
、
「
》
両
義
性
《
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
本
来

は
矛
盾
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
政
治
的
見
解
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
講
義
と
著
作
の
間
の
矛

盾
と
並
ん
で
、
イ
ル
テ
イ
ン
グ
は
体
系
的
思
想
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
両

者
の
聞
の
二
疋
の
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
第

一
回
講
義
と
『
法
哲
学
』
の
聞
に
お
い
て
、
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
自
然

法
的
理
性
概
念
か
ら
両
極
を
結
び
つ
け
統
一
す
る
第
三
者
と
し
て
の
思
弁

的
理
性
概
念
へ
、
規
範
的
理
論
か
ら
思
弁
的
理
論
へ
と
転
じ
る
よ
う
な
「
志

向
の
転
換
」
(
円
H
E
R
-
0
2ぽ
吉
ロ
ぬ
)
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
理
性
と
現

実
の
関
係
に
関
す
る
見
解
の
相
違
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
志
向
の
転
換
は
講
義
と
著
作
の
聞
の
「
体

系
的
な
非
連
続
性
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
各
々
に
お
い

て
自
然
法
的
理
性
概
念
と
思
弁
的
理
性
概
念
は
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
「
志
向
の
転
換
し
と
は
、
「
原
理
的
に
異
な
る
二
つ
の
:
・
課
題
が
共
に

思
想
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、
叙
述
に
際
し
両
者
の
間
で
重
点
が
移
動

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
意
味
す
る
。

以
上
の
理
論
的
解
釈
、
中
で
も
政
治
的
見
解
に
お
け
る
矛
盾
の
指
摘
に

拠
り
つ
つ
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
へ

1
ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
の
転
換
と
い
う

テ
ー
ゼ
を
再
び
主
張
す
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
一
八
一
七
年
以
来
、
「
自
由
な
自

己
意
識
の
発
展
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
法
制
度
を
克
服

し
、
理
性
に
適
っ
た
国
制
を
創
出
す
る
た
め
の
努
力
を
支
持
す
る
L

ょ
う
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へーゲル法哲学講義をめぐる近年の論争(2・完)

な
立
場
を
講
義
に
お
い
て
表
明
し
て
お
り
、
こ
の
思
想
は
一
八
一
九
年

l
ニ
O
年
冬
に
お
い
て
も
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
。
寸
し
か
し
、
へ

i
ゲ
ル

は
わ
ず
か
数
ヵ
月
後
、
一
八
二

O
年
初
夏
に
は
、
一
八
一
七
年
か
ら
二

O

年
ま
で
の
哲
学
的
・
政
治
的
思
想
を
本
質
的
な
点
で
否
定
す
る
よ
う
な
立

場
を
公
刊
さ
れ
た
司
法
哲
学
』
の
中
で
取
っ
た
。
L

つ
ま
り
、
寸
へ

l
ゲ
ル

は
現
存
の
法
的
・
国
家
的
状
況
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、
当
時
存
在
し
た

国
家
の
み
な
ら
ず
そ
の
抑
圧
的
復
古
政
策
を
も
明
確
に
正
当
化
す
る
立
場

へ
と
移
行
し
た
。
・
:
こ
こ
に
存
在
す
る
の
は
ま
さ
に
》
政
治
的
立
場
の
転

換
《
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
L

こ
う
し
て
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る

第
三
団
法
哲
学
講
義
(
一
八
一
九
年
冬
学
期
)
の
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
に
同

意
す
る
以
上
、
一
八
一
九
年
一
一
月
ま
で
の
立
場
の
転
換
と
い
う
従
来
の

テ
l
ゼ
は
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
転
換
の

時
期
を
一
八
一
九
年
一
一
月
か
ら
一
八
二

O
年
初
夏
へ
と
変
更
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
修
正
に
応
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
伝
記
的
記

述
に
基
づ
き
語
ら
れ
て
い
た
立
場
の
転
換
の
時
期
が
、
こ
こ
で
は
第
三
回

講
義
を
新
た
に
取
り
入
れ
た
理
論
的
解
釈
に
基
づ
い
て
変
更
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
、
こ
の
修
正
が
十
分
な
説
得
力
を
有
す
る
と
は
言
い
難
い
。

次
い
で
、
イ
ル
テ
イ
ン
グ
は
第
一
回
・
第
三
回
講
義
の
筆
記
録
か
ら
そ

の
時
々
に
お
け
る
『
法
哲
学
』
の
体
系
的
完
成
度
を
判
断
し
つ
つ
、
『
法
哲

学
』
成
立
過
程
に
関
し
新
た
な
記
述
を
試
み
て
い
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
筆
記
録
か
ら
ま
ず
明
ら
か
と
な
る
の
は
一
八
一
七
年

冬
学
期
の
第
一
回
法
哲
学
講
義
が
後
の
第
二
回
・
第
三
回
講
義
に
比
し
て
、

迄
か
に
大
き
な
体
系
的
完
成
度
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
八

一
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
エ
ン
チ
ク
ペ
デ
ィ

1
』
初
版
(
序
文
日
付
五
月
)

の
中
の
「
客
観
的
精
神
」
|
|
後
年
『
法
哲
学
』
へ
と
発
展
す
る
部
分
!
ー

で
は
抽
象
的
法
の
理
論
が
完
成
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
道
徳
性
及
び
倫
理

は
ま
だ
完
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
か
つ
て
は
第
一
回
講
議
に
お

い
て
『
法
哲
学
』
の
体
系
的
構
成
は
未
完
成
の
段
階
に
留
ま
る
と
推
測
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
や
こ
の
想
定
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
の
で
あ
り
、
寸
第
一
回
講
義
に
お
け
る
叙
述
は
多
く
の
点
で
:
・
第
二
回
講

義
よ
り
も
具
体
的
で
完
成
さ
れ
て
い
る
。
L

こ
れ
は
第
二
回
講
義
の
筆
記

録
で
は
断
片
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
注
解
部
分
の
み
な
ら
ず
、
口
述
筆
記

部
分
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
第
二
回
講
義
は
一
四
二
の
パ

ラ
グ
ラ
フ
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
第
一
回
講
義
は
一
七

O
の
パ

ラ
グ
ラ
フ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
回
講
義
筆
記
録
か

ら
窺
え
る
の
は
「
へ

l
ゲ
ル
が
そ
れ
以
前
の
二
つ
の
講
義
の
よ
う
に
、
パ

ラ
グ
ラ
フ
の
本
文
を
ノ

i
ト
に
口
述
筆
記
さ
せ
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
た
」

と
い
う
点
で
あ
り
、
原
稿
に
基
づ
い
て
講
義
を
行
っ
た
痕
跡
は
こ
の
筆
記

録
に
は
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
寸
へ

l
ゲ
ル
は
第
三
回
講
義
に
お
い
て
、

法
の
哲
学
の
素
材
:
・
を
草
稿
に
拠
ら
な
い
講
義
の
中
で
述
べ
た
と
想
定
し
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な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
J

従
っ
て
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
『
法
哲
学
』
成
立
が
大
略
次
の
よ
う
な
過

程
を
た
ど
っ
た
と
考
え
る
。
「
へ

l
ゲ
ル
は
一
八
一
七
年
春
に
抽
象
的
法
の

概
略
的
叙
述
を
完
成
し
た
後
、
夏
季
休
暇
(
九
|
一

O
月
)
に
次
の
冬
学

期
の
講
義
を
準
備
し
、
そ
れ
に
対
し
、
司
法
哲
学
』
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な

形
式
を
与
え
た
。
[
一
八
一
七
年
冬
学
期
の
]
第
一
回
講
義
は
後
の
全
て
の

講
義
に
比
し
て
遥
か
に
大
き
な
体
系
的
完
結
性
と
統
一
性
を
示
し
て
い

る
。
・
:
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
に
移
住
し
た
[
一
八
一
八
年

一
O
月
]
後
、
へ

l
ゲ
ル
は
[
一
八
一
八
年
冬
学
期
の
]
第
二
回
講
義
に

お
い
て
講
義
の
本
文
を
縮
小
し
:
・
た
。
一
八
一
九
年
夏
に
は
印
刷
を
予
定

し
た
テ
ク
ス
ト
(
司
法
哲
学
』
初
稿
)
を
作
っ
た
が
、
こ
れ
は
第
三
回
講
義

に
は
直
接
反
映
せ
ず
、
こ
の
講
義
は
む
し
ろ
原
稿
に
拠
ら
ず
覚
え
書
き
に

基
づ
い
て
為
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
八
一
九
年
秋
か
ら
一
八

二
O
年
初
夏
ま
で
の
聞
に
へ

l
ゲ
ル
は
手
元
に
あ
る
初
稿
に
手
を
加
え
、

可
法
哲
学
L

の
最
終
的
テ
ク
ス
ト
を
書
き
終
え
た
。
」
こ
の
際
イ
ル
テ
ィ
ン

グ
は
ル
!
カ
ス
/
ラ
マ
イ
ル
の
批
判
に
対
し
て
、
「
『
法
哲
学
』
初
稿
が
一

八
一
九
年
九
月
末
に
完
成
し
て
い
た
と
想
定
す
る
為
の
証
拠
を
我
々
は

持
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
へ

l
ゲ
ル
が
一

O
月一二

O
H
の

書
簡
で
予
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
印
刷
を
直
ち
に
開
始
し
な
か
っ
た
理

由
は
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
と
同
様
に
検
閲
へ
の
考
慮
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
出

来
る
と
主
張
す
る
。

最
後
に
、
新
資
料
の
文
献
学
的
信
頼
性
に
つ
い
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
第
三
回
講
義
に
関
し
て
は
、
「
筆
記
録
の
最

初
の
部
分
は
注
目
す
べ
き
未
熟
さ
に
よ
っ
て
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
筆
記

者
は
講
義
開
始
時
に
は
述
べ
ら
れ
た
事
に
対
し
特
別
な
関
心
を
抱
か
な

か
っ
た
し
、
十
分
理
解
も
出
来
な
か
っ
た
。
」
そ
し
て
、
「
こ
の
氏
名
不
詳

の
筆
記
者
に
よ
る
講
義
録
は
、
一
層
能
力
が
乏
し
い
筆
記
者
に
よ
っ
て
書

き
写
さ
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
」
従
っ
て
、
第
三
回
講
義
の
筆
記
録
に

は
「
恐
ら
く
は
講
義
そ
の
も
の
以
上
に
・
:
遺
憾
な
点
が
多
い
O

L

こ
れ
に
対

し
、
第
一
回
講
義
筆
記
録
は
「
疑
い
な
く
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
全
て
の

筆
記
録
の
中
で
哲
学
的
に
最
も
内
容
豊
か
で
あ
り
、
か
つ
文
献
学
的
に
最

も
信
頼
で
き
る
L

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
口
述
筆
記
さ
れ
た
本
文
の
み

な
ら
ず
、
注
解
部
分
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
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イ
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版
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へ

l
ゲ
ル
・
ア
ル
ヒ

l
フ
版
と
の
問
で
差
異
が
あ
り
、
二
つ
の
版

の
原
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
君
主
権
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
パ
ン

ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
に
よ
る
一
八
一
四
年
の
憲
章

(
h
y同え巾

2
5
Z
E位
。
ロ
ロ
白
己
巾
)
の
リ
ベ
ラ
ル
な
解
釈
を
継
承
し
て
い
る
と
さ

れ
る
。
例
え
ば
コ
ン
ス
タ
ン
も
ま
た
、
憲
章
一
二
条
「
王
の
人
格
は

神
聖
か
つ
不
可
侵
で
あ
る
。
王
の
大
臣
が
責
任
を
負
う
。
L

を
次
の

よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
。
寸
我
々
の
憲
法
は
大
臣
の
責
任
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
内
閣
の
権
力
と
王
の
権
力
を
明
確
に
分
離
す
る
。
内

閣
の
権
力
は
主
の
権
カ
に
由
来
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
上
こ

れ
と
は
別
個
の
存
在
を
有
す
る
。
」
「
自
由
な
憲
法
に
お
い
て
、
内
閣

の
権
力
が
行
政
の
唯
一
の
原
動
力
だ
か
ら
、
君
主
は
大
臣
の
仲
介
に

拠
ら
な
い
限
り
提
案
を
行
う
こ
と
は
な
い
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ω
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(
三
)
以
上
の
よ
う
に
、
へ
ン
リ
ツ
ヒ
と
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
講
義
と
著

作
の
聞
の
理
論
的
差
異
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
検
閲
へ
の
恐
れ
を
共
に
認

め
つ
つ
、
理
論
的
相
違
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
(
同
一
の
思
想
に
お
け
る
強

調
点
の
差
異
か
、
相
容
れ
な
い
二
つ
の
思
想
の
聞
の
矛
盾
か
)
、
或
い
は
理

論
的
相
違
を
規
定
す
る
主
た
る
要
因
を
め
ぐ
っ
て
(
両
義
的
思
想
と
い
う
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内
在
的
要
因
か
、
検
閲
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
復
古
政
策
と
い
う
外
在
的

要
因
か
)
論
争
を
交
わ
す
の
に
対
し
て
、
ル
ー
カ
ス
は
こ
の
両
者
に
対
し

て
全
面
的
批
判
を
加
え
て
い
る
。

ま
ず
ル

l
カ
ス
は
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
編
集
し
た
第
三
回
講
義
録
を
対
象

と
す
る
書
評
の
中
で
、
こ
の
筆
記
録
が
有
す
る
文
献
学
的
信
頼
性
に
対
し

て
疑
念
を
表
明
す
る
。
ル

l
カ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
に
は
も
は
や
入
手
不

可
能
な
[
聴
講
者
に
よ
る
]
原
本
が

J
阜
稿
で
扱
わ
れ
た
素
材
に
対
し
自

ら
は
何
ら
関
係
を
持
た
な
い
L
:
・
職
業
的
筆
記
者
に
よ
り
書
き
留
め
ら
れ

た
」
と
い
う
事
情
、
語
ら
れ
た
も
の
と
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
の
聞
に

介
在
す
る
「
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
」
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ

が
第
三
回
講
義
の
筆
記
録
に
置
い
た
高
次
の
資
料
価
値
は
疑
わ
し
い
。
し

か
し
、
ル

l
カ
ス
が
問
題
と
す
る
の
は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
前
提
す
る
第
三
回

講
義
筆
記
録
の
信
頼
性
の
み
に
は
留
ま
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
講
義
筆
記
録

一
般
の
信
頼
性
が
疑
問
で
あ
っ
て
、
寸
へ

1
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
講
義
か
ら

作
成
さ
れ
た
ヱ
追
加
L

と
の
同
一
視
に
対
し
、
ホ
ト
!
と
グ
リ

l
ス
ハ
イ

ム
の
筆
記
録
で
は
弟
子
の
精
神
と
へ

l
ゲ
ル
の
精
神
が
検
証
不
可
能
な
形

で
混
在
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
に
よ
っ
て
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
が
留
保
を

付
し
た
の
は
私
の
考
え
で
は
全
く
正
し
か
っ
た
。
」
然
る
に
、
イ
ル
テ
イ

ン
グ
以
来
、
著
作
と
講
義
の
資
料
的
同
等
性
を
前
提
と
し
て
講
義
の
中
に

へ
l
ゲ
ル
の
真
の
顔
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
「
へ

l
ゲ
ル
の
手
に
な
ら
な
い
草
稿
を
著
作

の
中
で
・
:
述
べ
ら
れ
た
へ

1
ゲ
ル
に
対
し
持
ち
出
す
こ
と
に
対
す
る
警

告
」
が
必
要
で
あ
る
。

だ
が
、
ル

l
カ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
警
告
は
既
に
一
八
三
九
年
、

ブ
ア
ル
ン
ハ

l
ゲ
ン
・
フ
ォ
ン
・
エ
ン
ゼ
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
た
。
当

時

K
-
E
・
シ
ュ

1
バ
ル
ト
は
自
ら
の
著
作
の
中
で
、
へ

l
ゲ
ル
の
立
憲

君
主
政
は
「
君
主
の
衣
を
ま
と
っ
た
共
和
政
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理

論
は
現
存
す
る
国
家
が
国
家
の
理
念
に
対
応
す
る
完
成
さ
れ
た
国
家
で
は

な
い
と
い
う
確
信
を
呼
び
起
こ
す
以
上
、
「
謀
反
と
反
乱
の
教
唆
」
で
あ
る

と
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
司
法
哲
学
』
の
非
プ
ロ
イ
セ
ン
的
・
革
命
的
要
素
を

告
発
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ア
ル
ン
ハ

1
ゲ
ン
は
、
シ
ュ

l
パ
ル

卜
の
非
難
が
ガ
ン
ス
に
よ
っ
て
へ

1
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
付
さ
れ
た
「
追

加
」
に
対
し
向
け
ら
れ
て
お
り
、
「
追
加
は
本
来
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
一
一

次
的
関
係
に
立
つ
」
以
上
、
-
こ
の
追
加
を
理
論
そ
の
も
の
と
言
い
立
て
て
、

理
論
を
追
加
に
基
づ
い
て
非
難
す
る
の
は
無
理
解
と
中
傷
に
満
ち
た
仕
方

で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
へ

1
ゲ
ル
を
弁
護
し
た
。
ル

l
カ
ス
に
よ
れ
ば
、

今
同
で
も
講
義
な
い
し
は
追
加
の
中
に
へ

l
ゲ
ル
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
見

出
そ
う
と
す
る
者
は
、
フ
ア
ル
ン
ハ

l
ゲ
ン
に
よ
り
「
一
八
三
九
年
以
来

既
に
そ
の
妥
当
性
を
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
に
従
っ
て
い
る
J

し
か
し
、
ル

l
カ
ス
に
よ
り
そ
の
信
頼
性
を
疑
わ
れ
た
第
三
回
講
義
並
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び
に
「
追
加
」
の
素
材
と
な
っ
た
第
五
回
・
第
六
回
講
義
と
は
異
な
り
、

第
一
回
・
第
二
回
講
義
は
へ

l
ゲ
ル
に
よ
り
口
述
さ
れ
た
本
文
を
含
ん
で

い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
信
頼
性
の
程
度
も
、
第
一
回
・
第
二
回
講
義
と
第

三
回
・
第
五
回
・
第
六
回
講
義
と
の
問
で
は
当
然
異
な
る
は
ず
で
あ
り
、

前
者
に
つ
い
て
ル

1
カ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ホ
マ
イ
ヤ

i

[
第
二
回
講
義
の
筆
記
者
]
が
書
き
取
っ
た
本
文
が
ど
の
程
度
信
頼
で
き

る
か
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
ヴ
ア
ン
ネ
ン
マ
ン

[
第
一
一
回
講
義
の
筆
記
者
]
が
書
き
取
っ
た
本
文
以
上
に
校
訂
を
要
す
る

と
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ア
ン
ネ
ン
マ
ン
に
よ
る
本
文
も
誤
り

を
免
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
信
頼
性
は
カ
ロ
ヴ
ェ
に
よ
り
保
証
さ
れ
た

と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
L

慎
重
な
言
い
回
し
な
が
ら
、
ル

l
カ
ス
も

ま
た
第
一
回
講
義
に
対
し
他
の
講
義
に
優
る
資
料
価
値
を
認
め
て
い
る
点

は
疑
い
な
い
の
で
あ
り
、
事
実
自
ら
の
論
文
に
お
い
て
第
一
回
講
義
を
対

象
と
す
る
理
論
的
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。

更
に
ル

1
カ
ス
は
、
伝
記
的
記
述
に
関
し
、
へ

l
グ
ル
が
迫
り
来
る
政

治
的
抑
圧
に
直
面
し
て
個
人
的
動
機
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
復
古
政
策
に
妥
協

し
た
と
い
う
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
説
明
は
、
へ

l
ゲ
ル
個
人
を
非
難
す
る
こ

と
で
へ

1
ゲ
ル
哲
学
全
体
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
ん
と
す
る
ハ
イ
ム
の
方
法

と
軌
を
一
に
す
る
と
し
て
批
判
す
る
。
か
つ
て
ハ
イ
ム
は
『
法
哲
学
』
で

へ
l
ゲ
ル
が
為
し
た
復
古
精
神
の
哲
学
的
正
当
化
の
源
を
一
八
一
七
年
の

「
領
邦
議
会
論
』
(
原
題
『
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
領
邦
議
会
に
お
い
て

一
八
一
五

l
一
八
一
六
年
に
為
さ
れ
た
討
論
』
)
に
お
け
る
政
府
へ
の
妥
協

に
求
め
、
そ
の
動
機
と
し
て
テ
ュ

1
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
事
務
局
長
の
職
を
得

ょ
う
と
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
功
名
心
を
挙
げ
て
い
た
。
ハ
イ
ム
の
死
後
ご

九
O
ご
年
)
公
刊
さ
れ
た
遺
稿
で
は
、
こ
の
個
人
的
動
機
の
情
報
源
と
し

て
K
・
T
-
ヴ
ェ
ル
カ

l
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
寸
確
か
に
こ
の
よ
う
な
極
め

て
党
派
的
な
人
間
の
証
言
を
入
念
な
検
証
な
し
に
受
け
入
れ
て
よ
い
も
の

か
考
え
て
み
る
べ
き
だ
っ
た
L

と
回
想
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ハ
イ
ム
は

「
私
は
自
分
の
中
の
党
派
性
を
克
服
す
る
に
足
る
程
純
粋
な
意
味
で
歴
史

家
で
は
な
か
っ
た
し
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
「
そ
れ
が
私
の
著
作
に
生
き
生

き
と
し
た
色
彩
を
与
え
た
以
上
、
今
日
で
も
な
お
そ
の
事
を
後
悔
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
た
。
何
故
な
ら
、
ハ
イ
ム
に
と
り
「
学
問

を
リ
ベ
ラ
ル
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
宣
伝
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
」
が
狙
い
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
哲
学
全
体
を
不
信
に
陥
れ
る
為
に
個
人
的
中

傷
と
い
う
方
法
を
用
い
た
ハ
イ
ム
の
批
判
は
、
リ
ベ
ラ
ル
か
つ
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
政
策
と
へ

1
ゲ
ル
哲
学
と
の
相
反
性
を
証
明
す
る
意
図
に
基
づ
い
て

い
た
が
、
今
日
で
は
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
に
よ
り
寸
個
人
的
功
名
心
か
ら
、

否
、
買
収
に
応
じ
て
破
壊
的
な
政
治
論
文
を
書
い
た
と
い
う
旧
来
の
非
難

が
、
個
人
的
迫
害
の
可
能
性
に
対
す
る
恐
れ
へ
と
解
釈
変
え
さ
れ
て
い

る
。
」
ル

l
カ
ス
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
今
や
新
た
な
伝
説
が
か
つ
て
の

北法410・165)165
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へーゲル法哲学講義をめぐる近年の論争(2・完)

回
法
哲
学
講
義
の
中
の
二
二
七
節
及
び
一
四

O
節
(
本
文
)
を
引
用
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
ヴ
ア
ン
ネ
ン
マ
ン
に
よ
り
筆
記
さ
れ
た
第
一
回
講
義
録

の
該
当
箇
所
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
第
一
回
講
義
録

と
ホ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
り
筆
記
さ
れ
た
第
二
回
講
義
録
と
の
間
で
、
特
に
序

論
(
本
文
)
に
関
し
て
一
致
が
存
在
す
る
。
第
三
に
、
『
法
哲
学
』
に
比
し

て
最
も
大
き
な
相
違
を
一
不
す
国
内
公
法
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
守
領
邦
議
会

論
』
に
基
づ
く
検
証
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ジ

l
プ
は
第
一
回
講

義
の
意
味
及
び
信
頼
性
に
つ
い
て
基
本
的
に
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
同
意
す
る

が
、
同
じ
筆
記
者
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン
に
よ
り
筆
記
さ
れ
た
続
く
第
二
団
法

哲
学
講
義
の
序
論
(
注
解
)
部
分
は
ホ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
そ
れ
と
は
相
違

し
て
い
る
以
上
、
第
一
回
講
義
の
注
解
部
分
に
対
し
て
は
十
分
な
信
頼
を

置
く
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。

次
い
で
、
ジ

l
プ
は
理
論
的
解
釈
の
次
元
で
こ
れ
ま
で
争
わ
れ
て
き
た

二
点
、
理
性
と
現
実
の
二
重
命
題
並
び
に
君
主
権
の
位
置
に
つ
い
て
、
第

一
回
講
義
を
対
象
と
し
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
、
寸
理

性
的
な
も
の
が
起
こ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
第
一
回
講
義
の
命

題
は
、
第
三
回
講
義
に
お
け
る
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
と
な
る
」
或

い
は
著
作
に
お
け
る
寸
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
し
に
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
ジ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
全
て
へ

l
ゲ

ル
に
お
け
る
同
一
の
存
在
論
的
根
本
思
想
、
す
な
わ
ち
自
然
及
び
歴
史
の

秩
序
と
発
展
防
寸
論
理
学
的
理
念
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
思
想

を
表
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
司
法
哲
学
』
の
よ
う
な
規
範
的
学
も
歴
史
的

発
展
の
根
本
傾
向
を
無
視
し
、
純
粋
理
性
の
み
に
基
づ
く
こ
と
は
出
来
な

い
。
だ
が
、
他
方
で
、

1

現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
の
公
式
は

哲
学
的
法
学
が
現
行
法
を
実
証
主
義
的
に
肯
定
し
得
る
こ
と
を
も
意
味
し

な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
一
回
講
義
に
寸
哲
学
的
法
学
に
お
い
て
如
何
な
る

法
律

5
2
2
N
)
も
法
(
河
内
各
庁
)
の
基
準
で
は
な
い
」

2
4
5
)
と
あ

る
よ
う
に
、
理
性
に
基
づ
く
法
と
共
同
体
で
の
現
行
法
と
の
聞
に
相
違
が

存
在
し
得
る
し
、
ま
た
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
に
国
家
の
三
権
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
一
八
一
七
年
の
へ

1
ゲ
ル
は
事
実
上
一
八
二

O
年
に
比
べ
て
、
西
欧
に

お
け
る
議
会
君
主
政
の
リ
ベ
ラ
ル
な
初
期
段
階
に
著
し
く
接
近
し
て
い

る
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ジ

l
プ
の
別
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
八
一
七

年
と
一
八
二

O
年
の
問
で
は
次
の
三
点
に
関
し
、
君
主
権
・
統
治
権
・
立

法
権
と
い
う
三
権
の
聞
の
重
点
の
移
動
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
第

一
に
、
第
一
回
講
義
に
よ
れ
ば
君
主
の
決
定
は
当
該
大
臣
の
同
意
(
副
署
)

を
必
要
と
し
、
大
臣
の
任
免
は
議
会
の
多
数
に
依
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
(
〈
当
日
C

印・

2
H
)
第
二
回
講
義
で
は
後
者
が
、
一
八
二

O
年
の
ヱ
訟

哲
学
』
で
は
両
者
共
に
見
出
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、
第
一
回
講
義
で
は
、

政
府
と
反
対
派
の
対
立
、
議
会
内
に
お
り
る
与
党
と
野
党
の
対
立
が
立
法

北法41(1・167)167
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権
の
本
質
と
さ
れ
て
お
り
、
(
〈
当
官

C
R
)
こ
れ
は
『
領
邦
議
会
論
』

に
も
見
出
さ
れ
る
が
、
以
後
の
テ
ク
ス
ト
に
は
存
在
し
な
い
。
第
三
に
、

立
法
権
そ
れ
自
体
の
比
重
な
ら
び
に
立
法
権
の
政
府
に
対
す
る
比
重
が
、

一
八
一
七
年
に
比
べ
て
一
八
一
九
年
以
降
軽
減
し
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一

回
講
義
で
は
積
極
的
意
味
で
の
選
挙
が
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
司
法
哲

学
』
で
は
選
挙
は
「
余
計
な
こ
と
」
(
三
一
一
節
)
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

第
一
回
講
義
で
は
官
僚
の
権
力
濫
用
に
対
す
る
統
制
機
能
が
議
会
に
帰
せ

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
(
〈
巧

N
H
∞
)
吋
法
哲
学
』
で
は
こ
れ
が
君
主
に

付
与
さ
れ
て
い
る
。
(
二
九
五
節
)
以
上
の
三
点
か
ら
明
ら
か
と
な
る
よ
う

に
、
司
法
哲
学
』
に
比
べ
、
第
一
回
講
義
で
は
議
会
が
政
府
及
び
君
主
に
対

し
ヨ
リ
大
き
な
比
重
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
限
り
で
、
一
八
一
七
年
に
へ

i

ゲ
ル
は
「
英
仏
を
モ
デ
ル
と
し
て
議
会
君
主
政
へ
の
歩
み
を
成
し
遂
げ
た
」

(
〈
岩
国
N
m
)

と
い
う
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
し
、
ジ

l
プ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
比
重
の
変
化
は
へ

l
ゲ
ル
に
お

け
る
根
本
思
想
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
へ

l
グ
ル
の
権
力

分
立
論
は
君
主
の
下
に
あ
る
不
可
分
の
主
権
と
国
制
に
基
づ
く
権
力
分
立

と
を
体
系
的
に
統
一
す
る
試
み
の
結
果
で
あ
り
、
君
主
と
国
制
の
統
一
が

理
性
的
国
家
の
基
盤
を
成
す
と
い
う
考
え
は
イ
エ
ナ
末
期
以
来
確
定
し
た

へ
1

ゲ
ル
の
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
、
三
権
の
中
で
も
君

主
権
が
最
終
的
決
定
を
下
す
「
中
立
的
権
力
」

(
B
-
コ
ン
ス
タ
ン
)
と
し

て
優
越
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
三
権
の
聞
の
比
重

の
変
化
は
へ

l
ゲ
ル
の
権
力
分
立
論
の
寸
根
本
的
特
徴
L

に
関
わ
る
も
の

で
な
く
、
む
し
ろ
状
況
に
対
す
る
理
論
の
「
精
密
な
適
用
L

に
際
し
て
生

じ
る
相
違
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
l
カ
ス
や
ジ

l
プ
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
以
上
の
批
判
に
対
し
、
イ
ル

テ
ィ
ン
グ
の
側
か
ら
の
再
反
論
を
期
待
す
る
こ
と
は
も
は
や
出
来
な
い
。

第
一
回
・
第
三
回
講
義
が
公
刊
さ
れ
た
翌
年
、
一
九
八
四
年
に
イ
ル
テ
イ

ン
グ
は
世
を
去
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
り
交

わ
さ
れ
た
論
争
は
一
万
の
当
事
者
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
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ヘーゲル法哲学講義をめぐる近年の論争(2・完)
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(6)
開
σ門凶J
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N

当
た
だ
し
、
ジ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
一
ニ
権
に

関
す
る
へ

1
ゲ
ル
の
構
想
は
当
時
の
英
仏
に
は
現
実
に
は
見
出
さ

れ
な
い
以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
初
期
自
由
主
義
・
立
憲
主
義
の
傑

出
し
た
代
弁
者
へ

l
ゲ
ル
と
い
う
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
テ
ー
ゼ
は
、

「
条
件
付
き
で
の
み
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
何
故
な
ら
、

へ
1
ゲ
ル
は
君
主
を
議
会
に
お
け
る
多
数
に
依
存
さ
せ
つ
つ
も
、
他

方
で
寸
君
主
の
最
終
決
定
権
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス

の
よ
う
な
君
主
の
議
会
依
存
を
拒
否
す
る
と
共
に
、
全
体
を
諸
身
分

へ
と
編
制
す
る
代
表
に
よ
っ
て
「
普
通
選
挙
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
的
抽

象
」
を
も
拒
否
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
開
σ子

ω
N∞吋)

(
7
)
「
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F
九
町
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N

N
史
的
む
き
さ
h
s
p
b
s
h
h同旬、、

gw、
。
、
ぬ
か
与
問
芯

て問団刊
S
M
N
h司
N
h
u
h
a
忌
N.hpF問、

ω∞叶
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品N

。咽
E
R
8
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ω
・

(
8
)
開
σ門戸・

ω・品
()ω

同・

(9)HWσ
己・唱

ω・
ω∞
戸

ω由∞
w

色申・

五

回
顧
と
展
望

(
ご
最
後
に
、
二
度
に
わ
た
る
法
哲
学
講
義
公
刊
を
契
機
と
し
て
展

開
さ
れ
た
以
上
の
論
争
を
振
り
返
り
つ
つ
論
点
を
集
約
し
、
続
い
て
法
哲

学
講
義
を
解
釈
対
象
に
取
り
入
れ
つ
つ
へ

l
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
新
た
な

解
釈
を
試
み
る
上
で
の
考
察
枠
組
を
提
示
し
た
い
。

第
一
に
、
法
哲
学
講
義
と
守
法
哲
学
』
の
関
係
を
め
ぐ
り
交
わ
さ
れ
て

き
た
理
論
解
釈
上
の
論
争
を
総
括
し
た
い
。
一
九
七
三
年
以
来
、
講
義
と

著
作
の
間
の
理
論
的
矛
盾
を
主
張
す
る
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
対
し
て
、
第
二

回
・
第
五
回
・
第
六
回
講
義
を
め
ぐ
り
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
と
オ
ッ
ト
マ
ン
が
、

第
三
回
講
義
を
め
ぐ
り
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
、
第
一
回
講
義
を
め
ぐ
り
ジ

l
プ

が
反
論
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
反
論
に
共
通
す
る
の
は
へ

l
ゲ
ル

の
根
本
思
想
な
い
し
は
体
系
的
思
想
と
具
体
的
な
政
治
的
見
解
と
を
区
別

し
た
上
で
、
根
本
思
想
に
お
け
る
連
続
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
一
見
す
る
と
両
者
の
対
立
は
断
絶
説
対
連
続
説
と
い
う
両

立
し
難
い
二
律
背
反
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者
の
関

係
は
実
際
に
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
日
三
者
包
R
1
0
骨
司
)
の
二
者
択
一
を

迫
る
よ
う
な
「
矛
盾
対
当
し
の
関
係
で
は
な
く
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
!
と
見
え

た
も
の
は
「
仮
象
の
矛
盾
」
に
過
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
一
方
で
イ
ル
テ
イ
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ン
グ
が
体
系
的
思
想
に
お
け
る
一
定
の
連
続
性
を
|
|
重
点
の
移
動
と

い
う
形
で
|
|
認
め
る
の
に
対
し
、
他
方
で
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
、
へ
ン
リ
ツ

ヒ
、
ジ

l
プ
も
具
体
的
見
解
に
お
け
る
一
定
の
非
連
続
性
を
|
|
強
調
点

の
相
違
な
い
し
は
重
点
の
移
動
と
い
う
形
で
1

1

認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
外
見
上
ア
ン
チ
ノ
ミ
!
と
思
わ
れ
た
も
の
は
、
実
際
上
は
同
一

の
枠
組
を
共
有
す
る
者
の
聞
の
力
点
の
相
違
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え

る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
共
に
連
続
面
と
非
連
続
面
を
認
め
る
と
は
い
え
、

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
と
他
の
論
者
の
間
で
連
続
・
非
連
続
の
比
重
に
つ
い
て
見

解
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ま
た
問
題
と
な
り
得
る
論

点
も
理
性
と
現
実
の
関
係
、
君
主
権
の
位
置
付
け
の
み
に
は
留
ま
ら
な
い

以
上
、
ヨ
リ
広
範
な
論
点
に
即
し
て
連
続
・
非
連
続
の
比
重
に
関
す
る
最

終
的
判
断
を
下
す
と
い
う
作
業
は
な
お
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

更
に
、
両
説
に
お
い
て
等
し
く
認
め
ら
れ
た
非
連
続
面
を
説
明
す
る
根

拠
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
確
か
に
、
へ
ン
リ
ツ
ヒ
等

が
思
想
的
両
義
性
と
い
う
体
系
的
思
想
に
内
在
す
る
根
拠
を
示
す
の
に
対

し
、
イ
ル
テ
イ
ン
グ
は
政
治
的
立
場
の
転
換
と
い
う
外
在
的
根
拠
を
挙
げ

て
い
る
。
し
か
し
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
検
閲
へ
の
顧
慮
と
い
う
外
在
的
要
因

を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
も
ま
た
体
系

的
思
想
に
お
け
る
重
点
の
移
動
と
い
う
内
在
的
要
因
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
両
立
し
難
い
二
律
背
反
は
問
題
で
は
な
い

と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
講
義
と
著
作
の
聞
の
非
連
続
面
を
考
察
す
る
場

合
に
は
、
個
々
の
論
点
に
応
じ
て
外
在
的
要
因
と
内
在
的
要
因
の
う
ち
の

一
方
あ
る
い
は
双
方
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
当
時
の
政
治
状
況
並
び
に
司
法
哲
学
』
公
刊
過
程
に
関
す
る

伝
記
的
記
述
を
め
ぐ
っ
て
為
さ
れ
た
論
争
そ
見
て
み
た
い
。
伝
記
的
記
述

の
う
ち
、
ま
ず
へ

l
ゲ
ル
が
置
か
れ
た
政
治
状
況
の
記
述
は
、
イ
ル
テ
ィ

ン
グ
の
見
解
の
中
で
も
相
対
的
に
最
も
異
論
の
少
な
か
っ
た
部
分
で
あ

り
、
ハ
イ
ム
に
な
ら
っ
た
個
人
的
中
傷
と
い
う
ル

l
カ
ス
の
批
判
と
い
え

ど
も
、
具
体
的
内
容
を
欠
く
以
上
、
到
底
実
質
的
批
判
と
は
き
同
え
な
い
。

し
か
し
、
一
八
一
九
年
一
一
月
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
の
転

換
と
い
う
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
テ
ー
ゼ
が
第
三
回
講
義
を
対
象
と
す
る
理
論

的
解
釈
に
基
づ
い
て
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
点
、
転
換
の
時
期
に
関
す

る
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
修
正
が
十
分
な
説
得
力
を
有
し
な
い
点
は
既
に
見

た
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
別
の
修
正
の
可
能
性
、
即
ち
転
換
の
意
味
を
具
体

的
な
政
治
的
見
解
の
変
化
か
ら
、
著
作
に
お
け
る
本
来
の
見
解
の
隠
蔽
へ

と
変
更
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
八
一
九
年
七
月
以

降
の
デ
マ
ゴ
ー
グ
狩
り
、
九
月
の
カ

1
ル
ス
パ

l
ド
決
議
と
い
っ
た
困
難

な
政
治
状
況
は
へ

1
ゲ
ル
の
政
治
的
見
解
を
転
換
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し

ろ
著
作
に
お
い
て
本
来
の
見
解
を
表
出
す
る
の
を
妨
げ
る
方
向
に
働
い
た

と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
イ
ル
テ
イ
ン
グ
の
よ
う
に
転
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換
の
時
期
を
特
定
す
る
必
要
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
無
論
、
こ
の
本

来
の
見
解
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
単
純
に
リ
ベ
ラ
ル
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
強
調
点
の
移
行
を
許
容
す
る
よ
う
な
両
義
性

に
充
ち
た
思
想
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
伝
記
的
記
述
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
講
義
と
著
作
を
対
象
と
す
る
理
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

へーゲル法哲学講義をめぐる近年の論争(2・完)

次
い
で
司
法
哲
学
』
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、

草
稿
改
作
説
を
唱
え
る
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
リ

1
デ
ル
と
こ
れ
を
否
定
す
る

ル
1
カ
ス
、
ラ
マ
イ
ル
と
が
両
極
で
対
峠
し
て
い
る
が
、
説
の
適
否
を
決

す
る
に
は
な
お
不
分
明
な
点
が
多
い
。
第
一
に
、
一
七

O
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

か
ら
成
る
第
一
回
講
義
が
、
第
二
回
講
義
に
お
い
て
一
四
二
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
に
ま
で
縮
小
さ
れ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
縮
小
部
分

が
主
と
し
て
市
民
社
会
及
び
国
家
の
叙
述
に
関
わ
る
だ
け
に
、
二
つ
の
講

義
の
間
の
こ
の
分
量
の
差
は
次
の
点
を
考
え
る
上
で
も
看
過
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
即
ち
、
第
二
は
一
八
一
九
年
の
時
点
で
草
稿
の
完
成
度
が
ど

の
程
度
だ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
確
か
に
、
『
精
神
現
象
学
』
『
論
理

学
』
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

1
』
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
も
草
稿
の

最
初
の
部
分
の
み
が
完
成
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
ル

l
カ
ス
等

の
説
は
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
回
講
義
の
高
い
完
成
度

を
考
え
れ
ば
、
リ

l
デ
ル
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
既
に
大
部
分
が
完

成
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
二
点

に
お
け
る
不
明
確
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
二
点
は
確
定
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
第
一
に
、
第
一
回
講
義
が
示
す
体
系
的
完
成
度
の
高
さ
で

あ
り
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
ジ

l
プ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
法
哲
学
』
の
体

系
は
既
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
い
て
完
成
さ
れ
て
い
た
点
は
見
粉
う
べ

く
も
な
い
。
第
二
に
、
一
八
一
九
年
一

O
月
三

O
日
、
一
八
二

O
年
六
月

九
日
の
書
簡
が
示
し
て
い
る
様
に
、
『
法
哲
学
』
の
具
体
的
叙
述
は
カ

l
ル

ス
パ
!
ド
決
議
後
に
課
さ
れ
た
検
閲
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
、
現
に
検
閲

を
経
由
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
講
義
と
著
作
の
聞
の
理
論
的
相
違

は
検
閲
が
及
ぼ
し
た
政
治
的
・
実
体
的
影
響
力
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

最
後
に
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
五
つ
の
法
哲
学
講
義
の
文
献
学
的
信
頼

性
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
講
義
そ
れ
自
体
の
問
に
お
い
て
信
頼
性
に
相

違
が
存
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
五
つ
の
講
義

の
中
で
も
第
一
回
及
び
第
二
回
講
義
(
特
に
そ
の
本
文
)
が
高
次
の
信
頼

性
を
有
す
る
の
に
対
し
、
第
三
回
講
義
の
信
頼
性
は
低
次
に
留
ま
っ
て
お

り
、
第
五
回
・
第
六
回
講
義
は
こ
の
両
極
の
聞
に
位
置
し
、
中
程
度
の
信

頼
性
を
有
す
る
と
言
え
る
。
次
い
で
、
講
義
と
著
作
の
聞
の
信
頼
性
の
相

違
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
際
講
義
の
聞
の
信
頼
性
の
相
違
を
考
慮
し
な

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
第
一
回
・
第
二
回
講
義
本
文
は
司
法
哲
学
』
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と
同
程
度
の
信
頼
性
を
有
す
る
が
、
こ
れ
を
除
く
他
の
講
義
は
『
法
哲
学
』

に
対
し
資
料
的
に
劣
位
に
立
ち
、
こ
れ
は
特
に
第
三
回
講
義
に
つ
い
て
著

し
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
講
義
の
問
、
講
義
と
著
作
の
聞
の
信
頼

性
の
相
違
を
自
覚
し
た
上
で
法
哲
学
講
義
を
理
論
的
解
釈
の
対
象
に
採
り

入
れ
る
こ
と
は
可
能
か
つ
有
益
で
あ
り
、
ル

l
カ
ス
の
よ
う
に
信
頼
性
の

相
違
を
以
て
講
義
と
著
作
の
聞
の
比
較
を
最
初
か
ら
拒
絶
す
る
態
度
は
支

持
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

(
二
)
以
上
の
よ
う
な
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
争
並
び
に
こ

れ
に
先
立
つ
戦
前
戦
後
の
司
法
哲
学
L

解
釈
を
前
提
と
し
つ
つ
、
法
哲
学

講
義
と
『
法
哲
学
L

の
聞
の
関
係
、
両
者
の
連
続
面
と
非
連
続
面
を
解
明

す
る
為
の
基
本
的
視
角
に
つ
い
て
次
に
述
べ
て
み
た
い
。
法
哲
学
講
義
を

解
釈
対
象
に
取
り
入
れ
つ
つ
『
法
哲
学
』
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
る
に
際

し
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
観
点
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
が
、
共
時
態
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
世
界
に
身
を
移
し
、
こ
れ
を

内
側
か
ら
照
射
す
る
内
在
的
観
点
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
従
来
の

理
論
的
解
釈
を
振
り
返
る
時
、
そ
こ
に
は
四
つ
の
論
点
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
。
ま
ず
、
最
初
の
二
点
は
講
義
と
著
作
の
間
の
連
続
と
断
絶
を
め

ぐ
る
近
年
の
論
争
に
係
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
へ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
理

性
と
現
実
と
の
関
係
並
び
に
君
主
権
の
位
置
付
け
と
い
う
こ
点
が
問
題
と

さ
れ
て
き
た
が
、
論
争
の
経
緯
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
両
者
を
論
ず
る
に

当
た
っ
て
は
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
現
わ
れ
た
政
治
的
見
解
に
注
目
す
る
だ

け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
深
層
に
横
た
わ
る
体
系
的
思
想
に
ま
で
遡
行
す
る

必
要
が
あ
る
。
即
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
ハ
イ
ム
が
、
近
く
は
へ

ン
リ
ッ
ヒ
が
試
み
た
よ
う
に
へ

l
ゲ
ル
の
思
惟
に
お
け
る
概
念
と
現
実
の

両
義
的
関
係
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
も
、

ジ

l
プ
が
試
み
た
よ
う
に
君
主
権
を
へ

l
ゲ
ル
の
権
力
分
立
論
の
中
で
捉

え
直
し
、
そ
の
体
系
的
根
拠
に
ま
で
下
降
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
い
で
、
残
る
二
点
は
戦
前
と
戦
後
の
問
の
論
争
に
係
わ
っ
て
い
る
。

へ
1
ゲ
ル
の
国
家
概
念
を
『
法
哲
学
L

解
釈
の
中
心
に
据
え
、
そ
こ
に
復

古
の
哲
学
を
見
て
取
っ
た
戦
前
の
解
釈
に
対
し
、
戦
後
の
解
釈
は
市
民
社

会
概
念
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
革
命
の
哲
学
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
対
置

し
て
き
た
。
し
か
し
、
国
家
概
念
の
一
面
的
強
調
に
対
し
市
民
社
会
概
念

へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
国
家
概
念
の
理
論
的
検
討

を
怠
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
新
保
守
主
義
的
世
界
観
に
対
す
る
思
想
的
免

疫
を
欠
く
と
い
う
別
の
一
面
性
を
代
償
と
し
て
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
ぱ
。

そ
こ
で
、
再
度
へ

1
ゲ
ル
の
国
家
概
念
に
注
目
し
、
こ
れ
と
理
論
的
に
対

決
す
る
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
が
、
こ
の
際
手
掛
か
り
と
な
る
の

は
ハ
イ
ム
に
よ
る
古
典
的
な
へ

1
ゲ
ル
批
判
、
即
ち
近
代
原
理
に
対
す
る

古
代
原
理
の
優
位
が
近
代
国
家
の
諸
原
理
の
歪
曲
、
国
家
の
古
代
的
神
格
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化
を
帰
結
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
同
時
に
ハ
イ
ム
に
お
い
て
は
、

国
家
の
神
格
化
を
も
た
ら
す
こ
の
古
代
原
理
の
勝
利
は
近
代
主
体
性
の
没

落
を
も
招
来
す
る
と
い
う
点
、
即
ち
主
体
性
・
国
体
性
の
軽
視
が
国
家
の

絶
対
化
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
主

体
性
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
戦
後
の
リ
ベ
ラ
ル
な
解
釈
に
よ
り
充
分

な
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
へ

1
ゲ
ル
に
お
け

る
国
家
像
及
び
主
体
性
の
把
握
と
い
う
二
点
は
、
へ

i
ゲ
ル
と
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
と
の
親
近
性
あ
る
い
は
背
反
性
を
考
え
る
上
で
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、

へ
l
ゲ
ル
の
国
家
概
念
と
主
体
性
概
念
を
ム
ユ
度
問
題
と

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
二
重
の
意
味
に
お
い
て
ハ
イ
ム
の
か
つ
て
の

テ
ー
ゼ
の
単
純
な
更
新
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
今
や
我
々

は
法
哲
学
講
義
と
い
う
新
た
な
資
料
を
手
に
し
て
お
り
、
既
に
イ
ル
テ
ィ

ン
グ
及
び
(
条
件
付
な
が
ら
)
ジ

l
プ
に
よ
っ
て
第
一
回
講
義
に
お
け
る

へ
l
ゲ
ル
と
近
代
立
憲
主
義
の
親
和
性
が
、
へ
ン
リ
ツ
ヒ
に
よ
っ
て
「
ヴ
ア

ン
ネ
ン
マ
ン
筆
記
録
は
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
他
の
筆
記
録
以
上
に
、
個
別

性
・
主
体
性
が
[
実
体
性
と
]
同
等
の
本
来
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
」
(
〈
国
勾
印
)
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
新
た
に

法
哲
学
講
義
を
理
論
的
射
程
に
収
め
つ
つ
、
先
の
ハ
イ
ム
の
テ

i
ゼ
を
検

証
す
る
こ
と
が
新
た
な
課
題
と
な
る
。
第
二
に
、
ハ
イ
ム
の
古
典
的
解
釈

に
対
し
て
は
、
近
年
こ
れ
と
対
極
に
位
置
す
る
解
釈
が
ハ

l
パ
l
マ
ス
に

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ハ

l
パ
l
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
近
代
を

特
徴
付
げ
る
主
体
性
原
理
を
絶
対
視
し
、
主
体
中
心
化
し
た
理
性
の
枠
内

に
留
ま
っ
た
が
故
に
へ

l
ゲ
ル
は
国
家
主
義
に
陥
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

へ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
国
家
に
対
す
る
個
人
の
従
属
は
近
代
原
理
の
絶
対
化

に
伴
い
、
主
体
性
に
本
来
的
に
内
在
す
る
抑
圧
的
・
権
威
主
義
的
性
格
が

露
呈
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
立

す
る
解
釈
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
へ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
古
代
|
近
代
問
題

と
い
う
形
で
ハ
イ
ム
の
テ
ー
ゼ
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
が
新
た
な

課
題
と
な
る
。

以
上
回
点
を
論
ず
る
に
際
し
、
戦
後
英
米
の
解
釈
に
お
い
て
見
ら
れ
た

よ
う
に
政
治
理
論
と
哲
学
の
聞
の
連
繋
を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
著
作
の
「
全
体
も
そ
の
分
肢
の
展
開
も
論
理
学
的
精
神
に
基
づ
い
て
L

お
り
、
寸
学
に
お
い
て
内
容
は
本
質
的
に
形
式
と
結
び
つ
い
て
い
る
L

が
故

に
、
「
こ
の
面
か
ら
こ
の
論
述
が
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
特
に
望

み
た
い
し
(
巧
〈
ロ
ロ
ロ
)
と
は
『
法
哲
学
』
序
文
に
お
い
て
へ

l
ゲ

ル
自
ら
強
調
し
た
点
で
あ
り
、
内
容
と
形
式
、
政
治
と
哲
学
が
交
錯
す
る

メ
タ
政
治
の
次
元
へ
と
下
降
す
る
こ
と
は
前
提
作
業
と
し
て
不
可
欠
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
、
こ
の
作
業
は
講
義
と
著
作
を
貫
く
強
靭
な
連

続
性
を
確
定
す
る
と
い
う
意
義
を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
政
治
理
論
と
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哲
学
が
連
繋
す
る
こ
の
連
続
面
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
初
め
て
、
理
性
と

現
実
、
君
主
権
、
国
家
権
、
主
体
性
と
い
う
四
点
に
お
け
る
講
義
と
著
作

の
聞
の
連
続
・
非
連
続
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
講
義
と
著
作
の
聞
の
連
続
・
非
連
続
を
検
討
す
る
際
、
主
た
る
対
象
と

し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
は
第
一
回
・
第
二
回
講
義
、
と
り
わ
け
第
一
回
講

義
で
あ
り
、
他
の
第
三
回
・
第
五
回
・
第
六
回
講
義
は
副
次
的
な
形
で
の

み
検
討
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
『
法
哲
学
』
公
刊
以
後
の
講

義
が
基
本
的
に
『
法
哲
学
』
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
基
づ
く
注
解
部
分
か
ら
成

る
の
に
対
し
、
公
刊
以
前
に
為
さ
れ
た
講
義
は
(
第
三
回
講
義
を
除
き
)

独
自
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
本
文
か
ら
成
っ
て
お
り
、
同
時
に
司
法
哲
学
』
成

立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
今
一
つ
は

文
献
学
的
信
頼
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
第
一
回
・
第

二
回
講
義
の
本
文
が
講
義
の
中
で
も
高
次
の
信
頼
性
を
有
す
る
と
い
う
点

で
は
論
者
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
更
に
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
第
一
回
講
義
の
注
解
部
分
も
ま
た
他
の
講
義
に
比
し
て
充
分

な
信
頼
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
在
的
観
点
と
並
ん
で
、
第
二
に
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻

く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
目
し
、
テ
ク
ス
卜
を
外
側
か
ら
照
射
す
る
外
在
的

観
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
政
治
理
論
は
状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で
形

式
さ
れ
る
と
同
時
に
状
況
に
対
す
る
一
定
の
対
応
で
あ
る
以
上
、
状
況
と

思
想
と
の
連
繋
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
連
繋
を
捉
え
る
方

法
と
し
て
、
第
一
に
当
時
の
政
治
状
況
に
関
す
る
伝
記
的
記
述
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来
る
。
一
八
二

O
年
前
後
の
復
古
期
へ

l
ゲ
ル
に
関
す
る
伝
記

的
記
述
が
充
分
な
資
料
の
裏
付
け
に
基
づ
き
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
J
・
ド
ン
ト
や
イ
ル

テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
近
年
の
成
果
が
参
照
に
値
す
る
。
無
論
、
ド
ン
ト
と
イ

ル
テ
イ
ン
グ
の
聞
に
は
へ

l
ゲ
ル
像
に
関
し
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ

て
、
ド
ン
ト
が
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
と
の
提
携
と
緊
張
、
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
批
判
と
擁
護
と
い
う
二
重
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
両
義

的
関
係
を
指
摘
す
る
の
に
対
し
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
こ
れ
を
前
提
と
し
っ

て
一
八
一
九
年
に
お
け
る
プ
ロ
セ
イ
ン
復
古
期
の
開
始
を
転
機
と
す
る

両
義
性
の
解
消
、
へ

l
ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
の
転
換
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
言
う
立
場
の
転
換
の

意
味
を
限
定
的
に
解
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
見
解
の
隔
た
り
は
一
見
す
る

ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
状
況
と
思
想
の
連
繋
を
捉
え
る
第
二
の
方

法
と
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
の
時
事
論
な
い
し
は
状
況
的
政
治
観
へ
の
着
目
が

挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
『
法
哲
学
』
及
び
こ
れ
に
連
な
る
諸
論
考
が
へ

l
ゲ

ル
の
思
想
の
原
理
論
を
述
べ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
イ
エ

ナ
前
期
の
へ

l
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
『
ド
イ
ツ
困
制
論
』
、
一
八
一
七
年
の

へ
l
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
『
領
邦
議
会
論
』
、
一
八
三
ご
年
の
へ

l
ゲ
ル
に
つ
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い
て
は
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
法
案
に
つ
い
て
』
と
い
っ
た
時
事
論
が

存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
時
事
論
と
先
の
原
理
論
と
の
連
関
を
探
る
こ

と
が
一
つ
の
理
論
的
課
題
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
思
想
の
連

繋
と
い
う
意
味
で
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
仮
に
政
治
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と

名
付
け
る
な
ら
ば
、
他
方
で
言
語
世
界
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
べ

き
も
の
が
存
在
す
る
。
リ
ッ
タ
ー
に
お
け
る
形
市
上
学
的
伝
統
、
リ

l
デ

ル
に
お
け
る
実
践
哲
学
の
伝
統
が
こ
れ
で
あ
り
、
両
者
に
お
い
て
は
こ
の

よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
連
続
と
断
絶
と
い
う
視
点
が
へ

l
ゲ
ル
解
釈

の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
へ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
伝
統
と
革

命
の
絡
み
合
い
は
何
よ
り
も
そ
の
思
想
的
発
展
史
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
視
点
を
直
接
ベ
ル
リ
ン
期
へ

l
ゲ
ル
の
理
論
的

解
釈
に
適
用
す
る
試
み
は
安
易
な
伝
統
主
義
的
解
釈
に
陥
る
恐
れ
な
し
と

し
な
い
。

以
上
二
つ
の
観
点
が
共
時
態
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
及
び
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
注
目
す
る
の
に
対
し
、
通
時
態
と
し
て
の
そ
れ
に
注
目
す
る
の
が
第
三

の
発
展
史
的
観
点
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
理
性
な
い
し
概
念
と
現
実
と
の

両
義
的
関
係
、
権
力
分
立
論
に
お
け
る
君
主
権
の
位
置
付
け
、
古
代
|
近

代
問
題
と
の
関
連
に
お
け
る
国
家
像
と
主
体
性
の
位
置
、
こ
れ
ら
の
点
を

メ
タ
政
治
の
次
元
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
へ

l
ゲ
ル
の
思
想

を
予
め
与
え
ら
れ
た
所
与
と
し
て
で
は
な
く
、
一
連
の
過
程
を
通
じ
た
生

成
の
所
産
と
し
て
捉
え
、
精
神
的
年
代
記
を
た
ど
り
つ
つ
イ
エ
ナ
期
へ

l

ゲ
ル
・
若
き
へ

l
ゲ
ル
へ
と
遡
る
こ
と
が
前
提
作
業
と
し
て
必
要
と
な
る
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
復
古
期
の
へ

l
ゲ
ル
か
ら
革
命
期
へ

1
ゲ
ル
へ
と
視

野
を
拡
大
し
、
当
時
の
政
治
的
・
経
済
的
・
哲
学
的
諸
革
命
(
フ
ラ
ン
ス

革
命
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
)
と
の
関
連
に
お
い
て

へ
l
ゲ
ル
の
思
想
の
生
成
・
発
展
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

共
に
、
今
一
つ
に
は
こ
の
時
代
の
課
題
と
取
り
組
む
際
に
そ
の
手
掛
か
り

と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
伝
統
(
古
代
ギ
リ
シ
ア
並
び
に
原
始
ク
リ
ス

ト
教
)
が
受
容
・
摂
取
さ
れ
る
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
革
命
と
伝
統
の
絡
み
合
い
を
若
き
へ

1
ゲ
ル
・
イ

エ
ナ
期
へ

l
ゲ
ル
の
思
想
的
発
展
史
の
う
ち
に
探
る
試
み
は
ル
カ

l
チ
以

後
様
々
な
形
で
為
さ
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
戦
後

の
発
展
史
的
解
釈
は
文
献
学
の
急
速
な
進
展
と
こ
れ
に
伴
う
分
析
の
精
微

化
・
細
分
化
と
引
き
替
え
に
、
解
釈
対
象
並
び
に
接
近
視
角
の
分
離
・
拡

散
と
い
う
代
価
を
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
発
展

史
的
分
析
の
蓄
積
を
総
合
的
視
点
の
下
で
今
一
度
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
へ

l
ゲ
ル
の
思
想
的
発
展
の
全
体
像
を
構
築
す
る
こ
と
、
更
に
こ
れ
を

ベ
ル
リ
ン
期
へ

1
ゲ
ル
の
内
在
的
・
理
論
的
解
釈
へ
と
架
橋
す
る
こ
と
が

新
た
な
課
題
と
な
る
。

本
稿
で
は
戦
前
戦
後
の
『
法
哲
学
』
解
釈
を
概
観
し
、
こ
れ
と
の
関
連
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研究ノート

に
お
い
て
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
争
を
考
察
し
た
後
、
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こ
の
論

争
を
総
括
し
つ
つ
、

J¥ 

ゲ
/レ

守
法
哲
学
』

と
法
哲
学
講
義
の
相
互
連
関

を
明
ら
か
に
す
る
為
の
考
察
枠
組
の
設
定
を
試
み
て
み
た
。
最
後
に
述
べ

た
よ
う
な
三
つ
の
観
点

l
l内
在
的
・
外
在
的
・
発
展
史
的
観
点
ー
ー
に

拠
り
つ
つ
、

一
連
の
法
哲
学
講
義
と
)
八
二

O
年
の

『
法
哲
学
』

の
聞
の

錯
綜
し
た
関
係
を
解
き
明
か
す
と
い
う
作
業
は
、

以
後
へ

l
ゲ
ル
政
治
理

論
の
解
釈
を
試
み
る
上
で
避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
を
期
し
た
い
。

(
1
)
〈

m戸
河
-
H
V
・
出
。
吋

2
5山口
P
E
C
σ
巾
『
門
出
。
到
。
}
}
巾
仏
巾
H
・

σ口同・
mqa

-一

n
y巾
ロ
の
巾
印
巾
]
]
印
門
町
阻
止
吉
国
巾
肉
巾

-
m
u
o
-
R
U
n
y巾
H

・
司
町
一

-omo同
)F-ow--

口
町
内
向
?
め
H
N
h
h
叫
↑

R
S
切
己
申
・

5
2
w
N
S
i
N品。

(
2
)
戦
後
に
お
け
る
伝
記
的
研
究
の
進
展
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
も
の

と
し
て
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
に
よ
る
書
簡
集
の
公
刊
(
切
円
円

1EW

E
巴
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
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1 . "Die sonderbare Vermischung der zwei entgegengesetzten Tendenzen“， 

die E.CASSIRER einst in der politischen Philosophie Hegels erkannte， gilt 

ebenfalls fur die Deutungsgeschichte der Hegelschen "Rechtsphilosophie“ 

明Tahrenddie traditionelle Interpretation die verhangnisvolle Verbindung 

Hegels mit "dem Mythos des Staats“kritisiert hatte， hat die nachkriegs-

zeitliche Interpretation die Auflosung des "Hegel-Mythos“sowie eine 

gerechtere Bewertung der "Rechtsphilosophie“versucht. Unter Einbezie-

hung der 1973/74 und 1983 veroffentIichten Vorlesungsnachschriften hat 

K.-H.ILTING auserdem behauptet， das das J anusgesicht Hegels als 

羽Tiderspruchzwischen Werk und V orlesungen gedeutet werden musse. 

Diese Ansicht Iltings hat unter Hegel-Forschern h巴ftigeAuseinanderset. 

zungen provoziert.Als die V orstufe zu meiner spater vorzulegenden 

Hegelinterpretation soll in den nachfolgenden Ausfuhrungen die For-

schungssituation der Hegelschen "Rechtsphilosophie“ naheruntersucht 

werden. 

2. (1) Seitdem R. HA YM 1857 Hegel als "den preusischen Staatsphiloso-

phen“bezeichnet hatte， hat diese Identifizierung mit der peusischen 

Restauration fur lang巴Zeitdie traditionelle Hegelinterpretation bestimmt. 

Die nachkriegszeitliche Interpretation ist als Versuch der Antithese zu 

diesem traditioneIIen Hegel-Bild zu bewerten. (2) Zunachst bemuhte sie 

sich in der biographischen Dimension， das Spannungsverhaltnis zwischen 

Hegel und der preusischen Regierung einerseits und seine freund-

schaftliche Beziehung zur Burschenschaftsbewegung andererseits hervor-

zuheben. (T. M. KNOX， S. AVINERI， J. D'HoNDT) (3) Dann versuchte sie in 

der theoretischen Dimension， die politische Philosophie Hegels im 

Zusammenhang mit der modernen Revolution， welche die geschichtIiche 

Kontinuitat der Tradition unterbrochen hatte， zu verstehen. (J .RITTER， 

M. RIEDEL) Aus diesem antithetischen Versuch ist das neue Hegel-Bild， 

nach dem Hegel als der nichtpreusische Philosoph der burgelichen 

Gesellschaft begriffen wired， entstanden. (4) In der jungsten Diskussion um 

Moderne und Postmoderne wird Hegel uberdies als der erste Denker der 

N achaufklarung (Ch. T A YLOR) oder als Vertreter des modernen Sub-

jektivitatsprinzips (J. HABERMAS) charakterisiert. (5) Die philologischen 

Bemuhunger 
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3. Es war die Synthese dieser zwei entgegengesetzten Int巴rpretationen

in der V or-und N achkriegszeit， die K.-H. IUTING aufgrund der 1973/74 

verδffentlichten neuen Materialien (der zweiten， funften und sechsten 

Vorlesungen uber Rechtsphilosophie im Winterhalbjahr 1818/19， 1822/23， 

1824/25) versuchte. (1) Zuerst erkannte er biographisch die Beteiligung 

Hegels an der Burschenschaftsbewegung， die Spannung mit der Polizeibe-

hδrde an und zugleich behauptete dessen Positionswechsel im Herbst 1819 

(nach den Karlsbader Beschlussen)， durch den Hegel in der Restaurations苧

zeit unter Berucksichtigung der Zensur das Manuskript der "Rechts-

philosophie“retuschiert und sich an die preusische Regierung angepast 

hat. (2) Dann weist Ilting die theoretischen Unterschiede zwischen der 

"Rechtsphilosophie“von 1820 und den Vorlesungen (insbesondere der 

zweiten Vorlesung) nach und erklart diesen Widerspruch aus der 

Anpassung Hegels an die zwischenzeitlich eingeschlagene Restaurations-

politik. (3) Schlieslich ist die philologische VerlaBlichkeit der Vor-

lesungen nach I1ting hδher einzuschatzen als die der "Rechtsphilosophie“ 

von 1820， weil die "Rechtsphilosophie“den eigentlichen Gedanken Hegels 

nicht darstellt. 

Gegen Iltings Hypothese wurden die folgenden Einwande in der 

biographisch巴n，theoretishen， philologischen Dimension erhoben. (4) 

Obwohl die Beschreibung der damaligen politischen Umstande durch 

Ilting die allgemeine Zustimmung hervorrief， widersprachen H.-CH. LUKAS 

und U. RAMEIL der Uberarbeitung des Manuskripts unter der Pramisse 

der Zensur， auf die I1ting und auch Riedel hingewiesen hatten. Die 

Terminverschiebung des Drucks der "Rechtsphilosophie“hangt nach 

Lukas und Rameil nicht von den politich巴n，inhaltlichen， sondern von den 

unpolitischen， formalen Grunden ab. (5) Gegen den theoretischen Wider-

spruch， den Ilting zwischen羽Terk und V orlesungen h巴rauszu日nden

glaubte， behaupteten R. P. HORSTMANN und H. OTTMANN die Identitat 

des Grundkonzepts oder die Kontinuitat im systhematischen Denken 

Hegels Der fruhere Gegensatz der traditionellen und nachkriegszeit-

lich巴nInterpretation hat sich in den neuen Gegensatz von Kontinuitat und 

Diskontinuitat zwischen Werk und Vorlesungen umgewandelt. (6) Philo-

logisch wurde die Uberlegenheit der "Rechtsphilosophie“gegenuber 
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jahr 1817/18， 1819/1820) fortgesetzt. (1) D. HENRICH versteht unter der 

Voraussetzung der Verlaslichkeit der Vorlesung den Widerspruch zwi-

schen dem Werk und der dritten V orlesung (ub巴rdiesden V orlesungen 

uberhaupt) als die Verschiedenheit der Akzenten in demselben 

zweideutigen Gedanken. Und wahrend er die Akzentverschiebung aus der 

Rucksicht auf die Zensur erklart， widerspricht er dem Positionswechsel 

Hegels im Herbst 1819 (vor der dritten Vorlesung). (2) Dagegen behauptet 

IL TING aufgrund der ersten， dritten Vorlesung， das zweierlei politische 

Ansichten， die Hegel im Werk und in den Vorlesungen g巴呂userthat， 

nicht Teil d巴ssellbenGedankens sein konnen， und erklart dies mit dem 

Wechsel des Standorts im Juni 1820， obwohl er auch eine bestimmt巴

Kontinuitat im syst巴matischenGedanken anerkennt. (3) Gegen Henrich 

und Ilting weist LUKAS darauf hin， das die Authentizitat der dritten und 

anderen V orlesungen zweifelhaft ist， und lehnt deshalb die Vergleichs-

mδglichkeit zwischen羽Terkund Vorlesungen uberhaupt ab， obwohl er 

nicht umhinkann， in der ersten V orlesung eine gewisse Authentizitat zu 

erkennen. (4) L. SIEP erkennt andererseits die philologische und theoretis-

che Bedeutung der ersten V orlesung an und weist die Verschiebung des 

Schwerpunkts in der Staatslehre zwischen 1817 und 1820 und die 

Annaherung Hegels an den Parlamentarismus in der ersten V orlesung 

nach. 

5. Zum Schluβmochte ich die Perspektive zur weiteren Forschung 

vorlegen， nachdem ich auf die zweimal entfalteten Auscinandersetzungen 

zuruckgeblickt habe. (1)① In der theoretischen Dimension scheint der 

Gegensatz zwischen IL TING und anderen Forschern (HORSTMANN， 

HENRICH， SIEP) die unvereinbare Antinomie von Diskontinuitat und 

Kontinuiat zu sein. Aber dieser scheinbare Widerspruch bedeutet in 

Wirklichkeit die V巴rschiedenheitdes Schwerpunkts in demselb巴nRah-

men， weil Ilting eine bestimmte Kontinuitat im systematischen Gedanken， 

die anderen eine bestimmte Diskontinuitat als Akzentverschiebung 

anerkennen.② In der biographischen Dimension ist es troz einiger 

Unklarheit uber die Entstehungsgeschichte der "Rechtsphilosophi巴“ das

Folgende festzustellen， daβdas System der "Rechtsphilosophie“schon in 

der erst巴nV orlesung vollendet war und die konkrete Darstellung der 

"Rechtsphilosophie“unter Be 
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Hauptteil der ersten und zweiten Vorlesungen am hochsten ist. Deshalb 

ist es moglich und aufschlusreich， die letzten beiden als den Vergleichs. 

gegenstand zur "Rechtsphilosophie“auftzunehmen 

(2) Dabei Kann man unter drei folgenden Gesichtspunkten die politische 

Philosophie Hegels betrachten. Unter dem t巴xtimmanentenGesichtspunkt 

konnen wir uber vier Streitpunkte in den bisherigen und neuesten 

Auseinandersetzung巴n(Subjektivitatsbegriff， Staatsbild， furstliche Gewalt 

und Doppelsatz) Kontinuitat und Diskontinuitat zwischen i九Terkund 

Vorlesungen dadurch hervorheben， auf den metapolitischen， systema. 

tischen Gedanken， welcher der politischen Ansicht Hegels zugrundeliegt， 

zuruckzugehen. Unter dem kontextuellen Gesichts punkt konnen wir die 

verschiedenen Kontexte， in denen Texte entstanden sind， (die politischen 

Umstande und die Rezeption der Tradition und Revolution) erklaren. Die 

Vorarbeit dazu kann man unter dem entwicklungsgeschicht1ichen Gesichts-

punkt durchfuhren， d. i. den systematischen Gedanken Hegels als das 

Produkt des Vorgangs auffassen， in dem er in den obengenannten 

Kontexten gebi1det wurde. Es ist die Aufgabe der weiteren Forschung， 

unter dieser Perspektive die komplizierte Beziehung zwischen der 

"Rechtsphilosophi巴“ undden V orlesungen zu erlautern. 
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